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（
一
）

札
幌
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学
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究　
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八
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（
二
〇
一
六
年
三
月
）

〈
釈
注
〉

『
封
氏
聞
見
記
』
訳
注
（
三
）

髙
瀬　

奈
津
子
・
江
川　

式
部

　

本
稿
は
、
前
稿
に
引
き
続
き
、
唐
の
封
演
が
撰
し
た
『
封
氏
聞
見
記
』
巻
二
の
訳
注
で
あ
る
。
巻
二
の
篇
目
は
、
文
字
・
典
籍
・
石
経
・
声
韻
の
四
篇
で
あ
り
、

前
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
典
籍
と
石
経
の
二
篇
の
訳
注
を
行
っ
た
。
本
稿
で
は
、
残
り
の
文
字
と
声
韻
の
訳
注
を
行
う
。

〔
一
〕『
封
氏
聞
見
記
』　

巻
二
・
文
字

【
原
文
】

　

黄
帝
史
官
倉
頡
、
觀
鳥
獸
之
跡
、
以
作
文
字
。
依
類
象
形
、
故
謂
之
文
。
形
聲
相
益
、
則
謂
之
字
。
著
于
竹
帛
。
而
文
史
凡
九
千
字
、
所
謂
古
文
者
也
。
古

有
六
體
、
一
曰
指
事
、
上
下
是
也
、
二
曰
象
形
、
日
月
是
也
、
三
曰
形
聲
、
江
河
是
也
、
四
曰
會
意
、
武
信
是
也
、
五
曰
轉
注
、
老
考
是
也
、
六
曰
假
借
、
令

長
是
也
。
推
此
六
體
、
文
字
大
端
可
得
而
見
矣
。
周
禮
保
氏
敎
國
子
以
六
書
、
即
其
事
焉
。
至
周
宣
王
時
、
太
史
史
籀
更
著
大
篆
十
五
篇
、
與
古
文
或
異
、
然

不
外
六
書
之
指
。
大
篆
小
篆
、
亦
名
籀
書
、
與
古
文
並
行
。
春
秋
之
時
、
孔
子
之
書
六
經
、
皆
古
文
也
。

　

其
後
諸
侯
不
統
于
王
、車
塗
異
軌
、文
字
異
制
。
秦
氏
既
兼
天
下
、丞
相
李
斯
乃
奏
同
之
、罷
其
不
與
秦
文
合
者
。
斯
又
作
倉
頡
篇
、中
車
府
令
趙
高
作
爰
歷
篇
、

太
史
令
胡
毋
敬
作
博
學
篇
、
皆
依
傍
大
篆
、
或
加
省
約
、
謂
之
小
篆
。
于
時
獄
官
事
繁
、
篆
書
不
給
、
御
史
程
邈
有
罪
、
繫
雲
陽
獄
中
、
變
篆
爲
隸
、
以
從
簡
易
、
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（
二
）

始
皇
善
而
用
焉
。
故
秦
時
書
有
八
體
、
一
曰
大
篆
、
史
籀
所
作
也
、
二
曰
小
篆
、
李
斯
趙
高
胡
毋
敬
所
作
也
、
大
小
二
篆
、
皆
簡
策
所
用
。
三
曰
刻
符
、
施
於

符
傳
。
四
曰
摹
印
、
亦
曰
繆
篆
、
施
于
印
璽
。
五
曰
蟲
書
、
爲
蟲
鳥
之
形
、
施
於
幡
信
。
六
曰
署
書
、
門
題
所
用
。
七
曰
殳
書
、
銘
於
戈
戟
。
八
曰
隸
書
、
施

于
公
府
。
皆
因
事
出
變
而
立
名
者
也
。
善
長
注
水
經
云
、「
臨
淄
人
發
古
冡
、
得
銅
棺
、
前
和
外
隱
起
爲
隸
字
、
言
「
齊
太
公
六
代
孫
胡
公
之
棺
」、
惟
三
字
是

古
、
餘
同
今
書
、
故
知
隸
書
非
始
于
秦
氏
也
。」
按
此
書
隸
在
春
秋
之
前
、
但
諸
國
或
用
或
不
用
、
程
邈
觀
其
省
易
有
便
於
時
、
故
脩
改
而
獻
、
非
創
造
也
。

　

漢
興
、
多
因
秦
制
、
通
行
隸
書
、
古
文
由
是
散
逸
。
古
者
十
年
入
小
學
者
、
計
十
七
能
諷
書
九
千
字
、
乃
得
爲
史
。
又
以
六
體
試
之
郡
太
守
、
課
最
者
以
爲

書
史
。
平
帝
時
、
徴
沛
人
爰
禮
等
、
説
文
字
於
未
央
庭
中
、
黄
門
侍
郎
楊
雄
、
釆
以
作
訓
纂
篇
。
幷
前
倉
頡
等
十
四
篇
、
五
千
三
百
四
十
字
。
王
莽
居
攝
、
大

司
空
甄
豐
等
取
四
篇
校
定
文
字
、
頗
改
古
文
。
別
爲
六
體
、
一
曰
古
文
、
孔
子
壁
中
書
也
、
二
曰
奇
字
、
古
文
之
異
者
也
、
三
曰
篆
書
、
即
小
篆
也
、
四
曰
佐
書
、

即
隸
書
也
、
五
曰
繆
書
、
所
以
摹
印
也
、
六
曰
鳥
蟲
、
以
書
幡
信
也
。
後
漢
和
帝
時
、
始
獲
七
千
三
百
八
十
四
字
。
安
帝
時
許
愼
特
加
搜
釆
、
九
千
之
文
始
備
、

著
爲
説
文
、
凡
五
百
四
十
部
、
皆
從
古
爲
證
、
備
論
字
體
、
詳
舉
音
訓
、
其
鄙
俗
所
傳
、
涉
于
妄
者
、
皆
許
氏
之
所
不
取
、
故
説
文
至
今
爲
字
學
之
宗
。
魏
時

有
李
登
者
、
撰
聲
類
十
卷
、
凡
一
萬
一
千
五
百
二
十
字
、
以
五
聲
命
字
、
不
立
諸
部
。
晉
有
呂
忱
、
更
按
羣
典
捜
求
異
字
、
復
撰
字
林
七
卷
、
亦
五
百
四
十
部
、

凡
一
萬
二
千
八
百
二
十
四
字
、
諸
部
皆
依
説
文
、
説
文
所
無
者
、
是
忱
所
益
。
後
魏
楊
承
慶
者
、
復
撰
字
統
二
十
卷
、
凡
一
萬
三
千
七
百
三
十
四
字
、
亦
慿
説

文
爲
本
、
其
論
字
體
、
時
復
有
異
。
梁
朝
顧
野
王
撰
玉
篇
三
十
卷
、
凡
一
萬
六
千
九
百
一
十
七
字
。
此
復
有
埤
蒼
、
廣
蒼
、
字
指
、
字
詁
、
字
苑
、
字
訓
、
文

字
志
、
字
譜
之
類
、
互
相
祖
述
、
名
目
漸
多
。

　

漢
代
又
有
草
書
。
故
自
倉
頡
至
于
漢
代
、
書
凡
五
變
、
所
謂
古
文
、
大
篆
、
小
篆
、
隸
書
、
草
書
是
也
。
南
齊
蕭
子
良
撰
古
文
之
書
五
十
二
種
、
鵠
頭
、
蚊

脚
、
懸
針
、
垂
露
、
龍
爪
、
仙
人
、
芝
英
、
倒
薤
、
蛇
書
、
蟲
書
、
偃
波
、
飛
白
之
屬
、
皆
状
其
體
勢
而
爲
之
名
、
雖
義
涉
浮
淺
、
亦
書
家
之
前
流
也
。
近
代
、

小
篆
、
八
分
、
草
書
、
行
書
等
並
見
施
用
、
餘
多
不
行
。

【
訓
読
】

黄
帝
の
史
官
倉そ
う
け
つ頡
、
鳥
獣
の
跡
を
観
て
、
以
て
文
字
を
作
る
。
類
に
依
り
て
形
を
象
り
、
故
に
之
を
文
と
謂
う
。
形
声
相
い
益
す
、
則
ち
之
を
字
と
謂
う
。

竹
帛
に
著
す
。（
一
）
文
史
凡
そ
九
千
字
、
所
謂
古
文
な
る
者
な
り
。
古
に
六
体
有
り
。
一
に
曰
く
指
事
、
上
・
下
是
れ
な
り
。
二
に
曰
く
象
形
、
日
・
月
是
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（
三
）

れ
な
り
。
三
に
曰
く
形
声
、
江
・
河
是
れ
な
り
。
四
に
曰
く
会
意
、
武
・
信
是
れ
な
り
。
五
に
曰
く
転
注
、
老
・
考
是
れ
な
り
。
六
に
曰
く
仮
借
、
令
・
長
是

れ
な
り
。
此
の
六
体
を
推
す
に
、
文
字
は
大
端
得
て
見
る
べ
し
。
周
礼
に
保
氏
は
国
子
に
教
う
る
に
六
書
を
以
っ
て
す
る
は
、
即
ち
其
の
事
な
り
。（
二
）
周

宣
王
の
時
に
至
り
、
太
史
の
史し
ち
ゅ
う籀
は
更
に
大
篆
十
五
篇
を
著
し
、
古
文
と
或
い
は
異
な
る
も
、
然
る
に
六
書
の
指
に
外
な
ら
ず
。
大
篆
・
小
篆
も
、
亦
た
籀
書

と
名
づ
け
、
古
文
と
並
行
す
。（
三
）
春
秋
の
時
、
孔
子
の
六
経
を
書
く
に
、
皆
古
文
な
り
。（
四
）

其
の
後
諸
侯
は
王
に
統
べ
ら
れ
ず
、
車
塗
は
軌
を
異
に
し
、
文
字
は
制
を
異
に
す
。（
五
）
秦
氏
は
既
に
天
下
を
兼
ね
、
丞
相
の
李
斯
は
乃
ち
奏
し
て
之
を

同
じ
く
し
、
其
の
秦
文
と
合
せ
ざ
る
者
を
罷
む
。
斯
は
又
た
倉
頡
篇
を
作
り
、
中
車
府
令
の
趙
高
は
爰え
ん
れ
き歴
篇
を
作
り
、
太
史
令
の
胡こ

ぶ毋
敬け
い

は
博
学
篇
を
作
る
。

皆
大
篆
に
依
傍
し
、
或
い
は
省
約
を
加
え
、
之
を
小
篆
と
謂
う
。（
六
）
時
に
于
い
て
獄
官
の
事
繁
な
り
、
篆
書
給た

ら
ず
。
御
史
の
程
邈
は
罪
有
り
、
雲
陽
獄

中
に
繁
が
れ
、
篆
を
変
え
隸
を
為
り
、
以
て
簡
易
に
従
う
。
始
皇
善
し
と
し
て
焉
れ
を
用
う
。（
七
）
故
に
秦
の
時
の
書
に
八
体
有
り
、
一
に
曰
く
大
篆
、
史

籀
の
作
る
所
な
り
。
二
に
曰
く
小
篆
、
李
斯
・
趙
高
・
胡
毋
敬
の
作
る
所
な
り
。
大
小
二
篆
、
皆
簡
策
の
用
い
る
所
な
り
。
三
に
曰
く
刻
符
、
符
伝
に
施
す
。

四
に
曰
く
摹ぼ

印い
ん

、
亦
た
曰
く
繆
篆
、
印
璽
に
施
す
。
五
に
曰
く
虫
書
、
虫
鳥
の
形
に
爲
り
、
幡
信
に
施
す
。
六
に
曰
く
署
書
、
門
題
の
用
い
る
所
な
り
。
七
に

曰
く
殳し
ゅ

書
、
戈
戟
に
銘
す
。
八
に
曰
く
隸
書
、
公
府
に
施
す
。（
八
）
皆
事
に
因
り
変
に
出
で
て
名
を
立
つ
る
者
な
り
。
善
長
は
水
経
に
注
し
て
云
う
に
、「
臨

淄
の
人
古
冡
を
発
し
、
銅
棺
を
得
て
、
前
和
の
外
隠
起
し
て
隸
字
を
為
り
、「
斉
の
太
公
六
代
の
孫
胡
公
の
棺
」
と
言
う
。
惟
だ
三
字
の
み
是
れ
古
、
余
は
今

の
書
と
同
じ
、
故
に
隸
書
の
秦
氏
よ
り
始
ま
る
に
非
ざ
る
を
知
る
」
と
。（
九
）
此
の
書
を
按
ず
る
に
、
隸
は
春
秋
の
前
に
在
り
、
但
だ
諸
国
或
い
は
用
い
或

い
は
用
い
ず
、
程
邈
其
の
省
易
に
し
て
時
に
便
有
る
を
観
て
、
故
に
修
改
し
て
献
ず
。
創
造
に
非
ざ
る
な
り
。

漢
興
り
、
多
く
秦
制
に
因
り
、
隸
書
を
通
行
す
。
古
文
是
れ
に
由
り
散
逸
す
。（
一
〇
）
古
者
、
十
年
小
学
に
入
る
者
、
十
七
を
計
へ
て
能
く
書
九
千
字
を

諷
す
れ
ば
、
乃
ち
史
為た

る
を
得
。
又
た
六
体
を
以
て
之
を
郡
太
守
に
試
み
、
課
最
な
る
者
は
以
て
書
史
と
為
す
。（
一
一
）
平
帝
の
時
、
沛
人
爰
礼
等
を
徴
し
、

文
字
を
未
央
庭
中
に
説
か
し
め
、
黄
門
侍
郎
の
楊
雄
、
釆
り
て
以
て
訓
纂
篇
を
作
る
。
前
の
倉
頡
等
十
四
篇
を
并
せ
て
、
五
千
三
百
四
十
字
た
り
。（
一
二
）

王
莽
居
摂
し
、
大
司
空
甄
豊
等
を
し
て
四
篇
を
取
り
文
字
を
校
定
せ
し
め
、
頗
る
古
文
を
改
む
。
別
に
六
体
を
為
る
。
一
に
曰
く
古
文
、
孔
子
壁
中
の
書
な

り
。
二
に
曰
く
奇
字
、
古
文
の
異
な
る
者
な
り
。
三
に
曰
く
篆
書
、
即
ち
小
篆
な
り
。
四
に
曰
く
佐
書
、
即
ち
隸
書
な
り
。
五
に
曰
く
繆
書
、
摹
印
す
る
所
以

な
り
。
六
に
曰
く
鳥
虫
、
以
て
幡
信
に
書
す
る
な
り
。（
一
三
）
後
漢
の
和
帝
の
時
、
始
め
て
七
千
三
百
八
十
四
字
を
獲
。
安
帝
の
時
許
慎
特
に
搜
釆
を
加
え
、
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（
四
）

九
千
の
文
始
め
て
備
わ
り
、
著
し
て
説
文
を
為
る
。
凡
そ
五
百
四
十
部
、
皆
な
古
従
り
証
と
為
し
、
備
さ
に
字
体
を
論
じ
、
詳
ら
か
に
音
訓
を
挙
げ
、
其
の
鄙

俗
の
伝
う
る
所
の
、妄
に
涉
る
者
は
、皆
許
氏
の
取
ら
ざ
る
所
な
り
。
故
に
説
文
は
今
に
至
る
ま
で
字
学
の
宗
と
為
る
。（
一
四
）
魏
の
時
に
李
登
な
る
者
有
り
、

声
類
十
巻
を
撰
す
。
凡
そ
一
万
一
千
五
百
二
十
字
、五
声
を
以
て
字
を
命
づ
け
、諸
部
を
立
て
ず
。（
一
五
）
晋
に
呂
忱
有
り
、群
典
を
更
按
し
異
字
を
捜
求
し
、

復
た
字
林
七
巻
を
撰
し
、亦
た
五
百
四
十
部
、凡
そ
一
万
二
千
八
百
二
十
四
字
、諸
部
は
皆
説
文
に
依
り
、説
文
無
き
所
の
者
は
、是
れ
忱
の
益
す
所
な
り
。（
一
六
）

後
魏
の
楊
承
慶
な
る
者
、
復
た
字
統
二
十
巻
を
撰
し
、
凡
そ
一
万
三
千
七
百
三
十
四
字
、
亦
た
説
文
に
慿
り
本
と
為
す
も
、
其
の
字
体
を
論
ず
る
に
、
時
に
復

た
異
な
る
有
り
。（
一
七
）
梁
朝
の
顧
野
王
は
玉
篇
三
十
巻
を
撰
し
、
凡
そ
一
万
六
千
九
百
一
十
七
字
。（
一
八
）
此
れ
復
た
埤
蒼
・
広
蒼
・
字
指
・
字
詁
・
字

苑
・
字
訓
・
文
字
志
・
字
譜
の
類
有
り
。（
一
九
）
互
い
に
相
い
祖
述
し
、
名
目
漸
く
多
し
。

漢
代
又
た
草
書
有
り
。（
二
〇
）
故
に
倉
頡
自
り
漢
代
に
至
る
ま
で
、
書
凡
そ
五
変
す
。（
二
一
）
所
謂
古
文
・
大
篆
・
小
篆
・
隸
書
・
草
書
是
れ
な
り
。
南

斉
の
蕭
子
良
は
古
文
の
書
五
十
二
種
を
撰
す
。
鵠
頭
・
蚊
脚
・
懸
針
・
垂
露
・
龍
爪
・
仙
人
・
芝
英
・
倒
薤
・
蛇
書
・
虫
書
・
偃
波
・
飛
白
の
属
、
皆
其
の
体

勢
を
状か
た
どり
て
之
の
名
を
為
り
、
義
は
浮
浅
に
涉
る
と
雖
も
、
亦
た
書
家
の
前
流
な
り
。（
二
二
）
近
代
は
、
小
篆
・
八
分
・
草
書
・
行
書
等
並
び
に
施
用
せ
ら
れ
、

余
多
く
行
は
れ
ず
。

【
註
釈
】

（
一
）
黄
帝
の
史
官
倉
頡
、鳥
獣
の
跡
を
…
…
則
ち
之
を
字
と
謂
う
。
竹
帛
に
著
す
。　
　

黄
帝
は
太
古
に
あ
ら
わ
れ
た
伝
説
上
の
帝
王
で
、顓
頊
・
帝
嚳
・
帝
堯
・

帝
舜
と
と
も
に
五
帝
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
。
倉
頡
（
あ
る
い
は
蒼
頡
と
も
書
く
）
は
黄
帝
の
史
官
、
す
な
わ
ち
記
録
や
文
書
の
作
成
を
担
当
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
。
こ
の
倉
頡
の
造
字
に
つ
い
て
、
後
漢
の
許
慎
『
説
文
解
字
』
叙
に
（
以
下
、『
説
文
』
叙
と
略
称
）、

黄
帝
之
史
倉
頡
、見
鳥
獣
蹏
迒
之
迹
、知
分
理
之
可
相
別
異
也
、初
造
書
契
。…
…
倉
頡
之
初
作
書
、蓋
依
類
象
形
、故
謂
之
文
。其
後
形
声
相
益
、即
謂
之
字
。

字
者
、
言
孳
乳
而
浸
多
也
。
著
於
竹
帛
、
謂
之
書
。

と
あ
り
、
本
文
は
『
説
文
』
叙
の
該
当
箇
所
を
参
照
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
本
文
の
「
著
于
竹
帛
」
の
後
に
、「
謂
之
書
。」

が
脱
落
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
学
海
類
編
本
で
は
、「
著
于
竹
帛
」
の
次
の
「
而
文
史
」
を
「
謂
之
書
」
と
し
て
い
る
。
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（
五
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（
二
）
古
に
六
体
有
り
。
一
は
指
事
と
曰
い
、
…
…
六
書
を
以
っ
て
す
る
は
、
即
ち
其
の
事
な
り
。
　　

本
文
で
は
、「
六
体
」
と
す
る
が
、
一
般
に
は
「
六
書
」

と
称
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
晋
・
衛
恒
『
四
体
書
勢
』
や
『
隋
書
』
経
籍
志
・
小
学
類
は
「
六
義
」
と
す
る
。「
六
書
」
は
文
字
の
構
成
を
そ
の
成
り
立
ち
か
ら

六
種
に
分
類
し
た
も
の
を
い
う
が
、以
下
に
見
る
よ
う
に
、そ
の
名
称
や
排
列
の
順
序
に
も
多
く
の
異
同
が
あ
る
。
ま
ず
、『
漢
書
』
芸
文
志
第
十
・
小
学
類
（
以

下
、『
漢
志
』
小
学
類
と
略
称
）
に
は
、

古
者
八
歳
入
小
学
、
故
周
官
保
氏
掌
養
国
子
、
教
之
六
書
0

0

、
謂
象
形
・
象
事
・
象
意
・
象
声
・
転
注
・
仮
借
、
造
字
之
本
也
。

と
あ
り
、
こ
の
六
書
に
つ
い
て
顔
師
古
の
注
に
よ
れ
ば
、

象
形
、
謂
画
成
其
物
、
隨
体
詰
屈
、
日
・
月
是
也
。
象
事
、
即
指
事
也
、
謂
視
而
可
識
、
察
而
見
意
、
上
・
下
是
也
。
象
意
、
即
会
意
也
、
謂
比
類
合
誼
、

以
見
指
撝
、
武
・
信
是
也
。
象
声
、
即
形
声
、
謂
以
事
為
名
、
取
譬
相
成
、
江
・
河
是
也
。
転
注
、
謂
建
類
一
首
、
同
意
相
受
、
考
・
老
是
也
。
仮
借
、

謂
本
無
其
字
、
依
声
託
事
、
令
・
長
是
也
。
文
字
之
義
、
総
帰
六
書
0

0

、
故
曰
立
字
之
本
也
。

と
し
、
象
事
は
指
事
、
象
意
は
会
意
、
象
声
は
形
声
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
説
文
』
叙
に
は
、

周
礼
、
八
歳
入
小
学
、
保
氏
教
国
子
、
先
以
六
書
0

0

。
一
曰
指
事
。
指
事
者
、
視
而
可
識
、
察
而
見
意
、
上
・
下
是
也
。
二
曰
象
形
。
象
形
者
、
画
成
其
物
、

隨
体
詰
屈
、
日
・
月
是
也
。
三
曰
形
声
。
形
声
者
、
以
事
為
名
、
取
譬
相
成
、
江
・
河
是
也
。
四
曰
会
意
。
会
意
者
、
比
類
合
誼
、
以
見
指
撝
、
武
・
信
是
也
。

五
曰
転
注
。
転
注
者
、
建
類
一
首
、
同
意
相
受
、
考
・
老
是
也
。
六
曰
仮
借
。
仮
借
者
、
本
無
其
字
、
依
声
託
事
、
令
・
長
是
也
。

と
す
る
。
さ
ら
に
、『
周
礼
』
地
官
・
保
代
の
鄭
衆
注
は
「
六
書
0

0

、
象
形
・
会
意
・
転
注
・
処
事
・
仮
借
・
諧
声
也
」
と
す
る
。
本
文
は
許
慎
『
説
文
』
叙
と
名
称
・

排
列
と
も
に
合
致
す
る
の
で
、
こ
れ
を
参
照
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
三
）
周
宣
王
の
時
に
至
り
、
太
史
の
史し
ち
ゅ
う籀
は
…
…
亦
た
籀
書
と
名
づ
け
、
古
文
と
並
行
す
。　
　

周
宣
王
は
、
西
周
第
一
〇
代
の
王
（
在
位
前
八
二
七
〜
前

七
八
二
）
の
こ
と
。『
漢
志
』
小
学
類
に
は
、

史
籀
篇
者
、
周
時
史
官
教
学
童
書
也
、
與
孔
氏
壁
中
古
文
異
体
。

と
あ
り
、
ま
た
『
説
文
』
叙
に
は
、

及
宣
王
太
史
籀
、
著
大
篆
十
五
篇
、
與
古
文
或
異
。
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六
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と
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
本
文
は
、
よ
り
直
接
的
に
は
次
に
挙
げ
る
衛
恒
『
四
体
書
勢
』
を
下
敷
き
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

昔
周
宣
王
時
、
史
籀
始
著
大
篆
十
五
篇
、
或
與
古
同
、
或
與
古
異
、
世
謂
之
籀
書
者
也
。

と
あ
る
。
本
文
に
あ
る
「
大
篆
小
篆
、
亦
名
籀
書
」
の
「
小
篆
」
は
衍
字
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
四
）
春
秋
の
時
、
孔
子
の
六
経
を
書
く
に
、
皆
古
文
な
り
。　
　
『
説
文
』
叙
に
は
、

　
　

至
孔
子
書
六
経
、
左
丘
明
述
春
秋
伝
、
皆
以
古
文
、
厥
意
可
得
而
説
。

と
あ
る
。
六
経
は
、
易
・
詩
・
書
・
礼
・
春
秋
・
楽
の
六
つ
の
経
書
。
た
だ
し
「
楽
」
は
亡
ん
で
伝
わ
ら
な
い
。

（
五
）
其
の
後
諸
侯
は
王
を
統
べ
ず
、
車
塗
は
軌
を
異
に
し
、
文
字
は
制
を
異
に
す
。　
　
『
説
文
』
叙
に
、

其
後
諸
侯
力
政
、不
統
於
王
、悪
礼
楽
之
害
已
、而
皆
去
其
典
籍
。
分
為
七
国
、田
疇
異
畝
、車
涂
異
軌
、律
令
異
法
、衣
冠
異
制
、言
語
異
声
、文
字
異
形
。

と
あ
る
。

（
六
）
秦
氏
は
既
に
天
下
を
兼
ね
、
丞
相
の
李
斯
は
…
…
或
い
は
省
約
を
加
え
、
之
を
小
篆
と
謂
う
。　
　

前
二
二
一
年
、
秦
は
六
国
を
滅
ぼ
し
て
天
下
を
統

一
し
た
。
李
斯
（
？
〜
前
二
〇
八
）、
字
は
通
古
、
楚
の
上
蔡
の
人
。
か
つ
て
荀
子
か
ら
帝
王
の
術
を
学
び
、
秦
に
入
っ
て
呂
不
韋
の
食
客
と
な
り
、
の
ち
に

秦
王
政
（
の
ち
の
始
皇
帝
）
に
仕
え
た
。
秦
の
統
一
後
、
郡
県
制
、
文
字
・
度
量
衡
の
統
一
な
ど
の
政
策
を
進
言
し
た
。『
史
記
』
巻
八
七
に
列
伝
あ
り
。
趙

高
（
？
〜
前
二
〇
七
）
は
、
秦
の
宦
官
。
戦
国
時
代
の
趙
王
の
遠
戚
に
当
た
る
と
い
わ
れ
る
。
始
皇
帝
の
末
子
の
胡
亥
の
世
話
を
し
て
い
た
た
め
、
前
二
〇
九

年
始
皇
帝
が
亡
く
な
る
と
、
丞
相
の
李
斯
と
と
も
に
長
子
の
扶
蘇
を
し
り
ぞ
け
、
胡
亥
を
二
世
皇
帝
に
立
て
た
。
そ
の
後
、
李
斯
を
殺
し
て
丞
相
と
な
る
。
つ

い
で
胡
亥
も
自
殺
に
追
い
や
っ
た
が
、
次
に
擁
立
し
た
子
嬰
に
殺
害
さ
れ
た
。
胡
毋
敬
に
つ
い
て
は
未
詳
。
唐
の
張
懐
瓘
『
書
断
』
巻
中
に
よ
れ
ば
、
も
と
櫟

陽
の
獄
吏
で
、
の
ち
に
太
史
令
と
な
っ
た
。
広
く
古
今
の
文
字
に
つ
い
て
識
見
が
あ
っ
た
と
い
う
。『
説
文
』
叙
に
、

秦
始
皇
帝
初
兼
天
下
、
丞
相
李
斯
乃
奏
同
之
、
罷
其
不
與
秦
文
合
者
。
斯
作
倉
頡
篇
、
中
車
府
令
趙
高
作
作
爰
歴
篇
、
太
史
令
胡
毋
敬
作
博
学
篇
。
皆

取
史
籀
大
篆
、
或
頗
省
改
、
所
謂
小
篆
者
也
。

と
あ
り
、
本
文
は
こ
れ
を
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
七
）
時
に
于
い
て
獄
官
の
事
繁
く
、
篆
書
給た

ら
ず
。
…
…
始
皇
善
し
と
し
て
焉
れ
を
用
う
。
　　

始
皇
帝
（
在
位
前
二
四
七
〜
前
二
一
〇
）、
す
な
わ
ち
秦
王
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嬴
政
は
、
趙
の
都
邯
鄲
で
生
ま
れ
、
父
の
荘
襄
王
が
亡
く
な
る
と
秦
王
と
な
っ
た
。
前
半
の
二
十
六
年
は
秦
王
と
し
て
、
後
半
の
十
二
年
は
中
国
史
上
最
初
の

皇
帝
と
し
て
君
臨
し
た
。『
漢
志
』
小
学
類
に
は
、

是
時
始
造
隸
書
矣
、
起
於
官
獄
多
事
、
苟
趨
省
易
、
施
之
於
徒
隸
也
。

と
あ
り
、隸
書
の
作
者
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。『
説
文
』
叙
は
、新
の
六
書
に
「
三
曰
篆
書
、秦
始
皇
帝
、使
下
杜
人
程
邈
所
作
也
」
と
す
る
が
、段
玉
裁
『
説

文
解
字
注
』
巻
十
五
上
は
、
次
の
「
四
曰
左
書
、
即
秦
隷
書
」
の
下
に
来
る
べ
き
で
あ
る
と
注
す
る
。
程
邈
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
い
記
述
が
あ
る
の
は
、
例

え
ば
衛
恒
『
四
体
書
勢
』
に
、

或
曰
、下
土
人
程
邈
為
衙
獄
吏
、得
罪
始
皇
、幽
繋
雲
陽
十
年
、従
獄
中
作
大
篆
、少
者
増
益
、多
者
損
減
、方
者
使
員
、員
者
使
方
、奏
之
始
皇
。
始
皇
善
之
、

出
以
為
御
史
、
使
定
書
。
或
曰
、
邈
所
定
乃
隸
字
也
。

と
す
る
。

（
八
）
故
に
秦
の
時
の
書
に
八
体
有
り
、
一
は
大
篆
と
…
…
八
は
隸
書
と
曰
い
、
公
府
に
施
す
。
　　

秦
の
八
体
に
つ
い
て
は
、『
説
文
』
叙
に
、

是
時
秦
焼
滅
経
書
、
滌
除
旧
典
、
大
発
隸
卒
、
興
役
戌
、
官
獄
職
務
繁
。
初
有
隸
書
、
以
趣
約
易
、
而
古
文
由
此
絶
矣
。
自
爾
秦
書
有
八
体
。
一
曰
大
篆
、

二
曰
小
篆
、
三
曰
刻
符
、
四
曰
虫
書
、
五
曰
摹
印
、
六
曰
署
書
、
七
曰
殳
書
、
八
曰
隸
書
。

と
あ
る
。
ま
た
、『
初
学
記
』
巻
二
一
・
文
部
・
文
字
に

秦
焚
焼
先
典
、乃
廃
古
文
。
更
用
八
体
。
一
曰
大
篆
、周
宣
王
史
籀
所
作
也
。
二
曰
小
篆
、始
皇
時
李
斯
・
趙
高
・
胡
毋
敬
所
作
也
。
大
小
篆
並
簡
冊
所
用
也
。

三
曰
刻
符
、施
於
符
伝
也
。
四
曰
摹
印
。
亦
曰
繆
篆
。
施
於
印
璽
也
。
五
曰
虫
書
。
為
虫
鳥
之
形
、施
於
幡
信
也
。
六
曰
署
書
。
門
題
所
用
也
。
七
曰
殳
書
。

銘
於
戈
戟
也
。
八
曰
隸
書
。
始
皇
時
程
邈
所
定
、
以
行
公
府
也
。

と
あ
り
、本
文
は
む
し
ろ
『
初
学
記
』
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
刻
符
」
は
、割
り
符
や
印
章
に
刻
ま
れ
る
書
体
を
い
う
。「
摹
印
」
は
ま
た
「
繆
篆
」

と
も
い
い
、
印
章
に
施
さ
れ
る
書
体
を
い
う
。「
虫
書
」
は
、
旗
や
節
に
書
く
た
め
の
書
体
で
、
虫
や
鳥
の
姿
に
か
た
ど
っ
た
所
か
ら
そ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
。

ま
た
「
鳥
虫
書
」
と
も
い
う
。「
署
書
」
は
書
名
や
題
額
に
用
い
ら
れ
た
書
体
。「
殳
書
」
は
、
殳
つ
え
ぼ
こな
ど
の
武
器
に
記
さ
れ
た
書
体
。

（
九
）
善
長
は
水
経
に
注
し
て
云
う
に
、「
臨
淄
の
…
…
始
ま
る
に
非
ざ
る
を
知
る
」
と
。
　　

善
長
と
は
、地
理
書
の
『
水
経
注
』
の
著
者
で
あ
る
酈
道
元
の
字
。
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八
）

酈
道
元
（
？
〜
五
二
七
）
は
、
范
陽
涿
の
人
。
北
魏
の
東
荊
州
刺
史
・
河
南
尹
・
御
史
中
尉
な
ど
を
歴
任
。
の
ち
に
雍
州
刺
史
の
蕭
宝
寅
に
殺
害
さ
れ
た
。『
魏

書
』
巻
八
九
・『
北
史
』
巻
二
七
に
列
伝
が
あ
る
。『
水
経
注
』
は
四
〇
巻
、
も
と
三
世
紀
頃
に
記
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
『
水
経
』
と
い
う
書
が
あ
り
、
六
世
紀

の
初
め
に
酈
道
元
が
こ
れ
に
詳
細
な
注
を
つ
け
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
該
当
す
る
文
は
、『
水
経
注
』
巻
一
六
・
穀
水
篇
に
、

孫
暢
之
嘗
見
青
州
刺
史
傅
弘
仁
説
、
臨
淄
人
発
古
冡
、
得
銅
棺
、
前
和
外
隠
起
為
隸
字
、
言
「
斉
太
公
六
代
孫
胡
公
之
棺
也
」、
惟
三
字
是
古
、
余
同
今
書
、

証
知
隸
書
自
出
古
、
非
始
于
秦
。

と
あ
り
、
本
文
と
は
文
字
の
異
同
が
あ
る
。

（
一
〇
）
漢
興
り
、
多
く
秦
制
に
因
り
、
隸
書
を
通
行
す
。
古
文
是
れ
に
由
り
散
逸
す
。　
　

衛
恒
『
四
体
書
勢
』
に
、

秦
既
用
篆
、
奏
事
繁
多
、
篆
字
難
成
、
即
令
隸
人
佐
書
、
曰
隸
字
。
漢
因
行
之
、
独
符
・
印
璽
・
幡
信
・
題
書
用
篆
。

と
あ
る
。
た
だ
本
文
で
は
、
漢
が
秦
の
制
度
を
受
け
継
い
で
隸
書
を
用
い
た
事
か
ら
、「
古
文
是
れ
に
由
り
散
逸
す
」
と
す
る
が
、『
説
文
』
叙
を
は
じ
め
多
く

は
、
秦
で
は
裁
判
の
事
務
が
煩
雑
と
な
り
、
よ
り
実
用
的
な
隷
書
が
事
務
処
理
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
る
。
前
掲
注
（
八
）
の
『
説
文
』
叙
を
参
照
。

（
一
一
）
古
者
十
年
小
学
に
入
る
者
、
十
七
…
…
課
最
な
る
者
以
て
書
史
と
為
す
。
　　
『
漢
志
』
小
学
類
に
、

古
者
八
歳
0

0

入
小
学
、
故
周
官
保
氏
掌
養
国
子
、
教
之
六
書
、
…
漢
興
、
蕭
何
草
律
、
亦
著
其
法
、
曰
「
太
史
試
学
童
、
能
諷
書
九
千
字
以
上
、
乃
得
為
史
。

又
以
六
体
試
之
、
課
最
者
以
為
尚
書
御
史
史
書
令
史
。
吏
民
上
書
、
字
或
不
正
、
輒
挙
劾
。」

と
し
、『
説
文
』
叙
に
も
、

周
礼
八
歳
0

0

入
小
学
、
…
…
漢
興
…
尉
律
、
学
僮
十
七
巳
上
始
試
。
諷
籀
書
九
千
字
、
乃
得
為
吏
。
又
以
八
体
試
之
、
郡
移
太
史
并
課
最
者
以
為
尚
書
史
書
、

或
不
正
輒
挙
劾
之
。
今
雖
有
尉
律
不
課
、
小
学
不
修
、
莫
達
其
説
久
矣
。

と
あ
り
、
本
文
が
こ
れ
ら
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
も
「
古
者
十
年
0

0

入
小
学
者
」
と
い
う
本
文
の
記
述
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
一
二
）平
帝
の
時
、沛
人
爰
礼
等
を
徴
し
て
文
字
を
…
…
五
千
三
百
四
十
字
た
り
。
　　

平
帝
は
前
漢
第
一
三
代
平
帝
劉
箕
子（
在
位
前
一
〜
後
五
年
）の
こ
と
。

王
莽
に
毒
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
爰
礼
に
つ
い
て
は
未
詳
。
楊
雄
（
前
五
三
〜
後
一
八
）、
字
は
子
雲
、
蜀
郡
成
都
の
人
。
前
漢
末
の
学
者
で
、『
法
言
』『
方
言
』

な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
ま
た
揚
雄
と
も
書
く
。
こ
の
本
文
も
、『
説
文
』
叙
に
、
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（
九
）

孝
宣
皇
帝
時
、召
通
倉
頡
読
者
、張
敞
受
之
。
涼
州
刺
史
杜
業
・
沛
人
爰
礼
・
講
学
大
夫
秦
近
、亦
能
言
之
。
孝
平
時
徴
礼
等
百
余
人
、令
説
文
字
未
央
廷
中
、

以
礼
為
小
学
元
士
。
黄
門
侍
郎
揚
雄
采
以
作
訓
纂
篇
。
凡
倉
頡
已
下
十
四
篇
、
凡
五
千
三
百
四
十
字
、
群
書
所
載
略
存
之
矣
。

と
あ
る
の
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
楊
雄
の
『
訓
纂
篇
』
に
つ
い
て
は
、『
漢
志
』
小
学
類
に
は
、

漢
興
、
閭
里
書
師
、
合
倉
頡
・
爰
歴
・
博
学
三
篇
、
断
六
十
字
以
為
一
章
、
凡
五
十
五
章
、
幷
為
倉
頡
篇
。
…
…
揚
雄
…
作
訓
纂
篇
、
順
続
倉
頡
。
又

易
倉
頡
中
重
複
之
字
。
凡
八
十
九
章
。

と
記
す
。
秦
代
に
作
成
さ
れ
た
李
斯
の
『
倉
頡
篇
』、趙
高
の
『
爰
歴
篇
』
と
胡
毋
敬
の
『
博
学
篇
』
は
、漢
に
な
る
と
『
倉
頡
篇
』
と
し
て
合
編
、改
章
さ
れ
た
。

前
掲
の
『
説
文
』
叙
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、楊
雄
が
作
成
し
た
『
訓
纂
篇
』
は
こ
の
『
倉
頡
篇
』
の
続
編
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
そ
の
こ
と
は
、『
訓
纂
篇
』

の
章
立
て
や
字
数
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
巻
一
五
上
「
凡
倉
頡
已
下
十
四
篇
、
凡
五
千
三
百
四
十
字
、
群
書
所
載
略
存

之
矣
」
の
注
に
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、前
掲
し
た
『
漢
志
』
小
学
類
や
『
説
文
』
叙
に
あ
る
「
凡
八
十
九
章
」「
凡
五
千
三
百
四
十
字
」
は
『
倉
頡
篇
』
と
『
訓

纂
篇
』
と
を
合
し
た
数
値
で
あ
り
、
前
掲
『
漢
志
』
小
学
類
に
あ
る
『
倉
頡
篇
』
の
章
数
「
五
十
五
章
」
と
、
一
章
六
十
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
算
出
さ
れ
る
総

字
数
三
千
三
百
字
を
差
し
引
く
と
、『
訓
纂
篇
』
の
章
数
と
総
字
数
が
三
十
四
章
、
二
千
四
十
字
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
『
訓
纂
篇
』
の
一
章
当
た

り
の
字
数
を
計
算
す
る
と
、一
章
六
十
字
と
な
り
、『
倉
頡
篇
』
の
体
裁
と
合
致
す
る
。
福
田
哲
之
著
「『
説
文
解
字
』
以
前
に
於
け
る
漢
代
小
学
書
の
諸
相
」（『
集

刊
東
洋
学
』
六
三
、一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

（
一
三
）
王
莽
居
摂
し
、
大
司
空
甄
豊
等
四
篇
を
取
り
…
…
曰
い
、
以
て
幡
信
に
書
く
な
り
。
　　

王
莽
（
前
四
五
〜
後
二
三
）
は
、
外
戚
と
し
て
漢
室
と
結

び
つ
き
な
が
ら
、
幼
い
平
帝
の
時
に
実
権
を
握
り
、
安
漢
公
か
ら
仮
皇
帝
を
へ
て
、
禅
譲
形
式
で
皇
帝
と
な
っ
た
。「
居
摂
」
は
、
天
子
に
代
わ
っ
て
政
務
を

執
り
行
う
こ
と
。
ま
た
は
、
前
漢
最
後
の
皇
帝
孺
子
嬰
の
時
、
王
莽
が
仮
皇
帝
と
な
っ
た
時
の
年
号
（
後
六
〜
八
年
）。
甄
豊
（
？
〜
後
一
〇
）、
字
は
長
伯
、

荊
州
南
陽
郡
の
人
。
王
莽
の
腹
心
。
こ
の
部
分
も
、『
説
文
』
叙
の
次
の
部
分
、
す
な
わ
ち

及
亡
新
居
摂
、使
大
司
空
甄
豊
等
校
文
書
之
部
、自
以
為
応
制
作
、頗
改
定
古
文
。時
有
六
書
。一
曰
古
文
、孔
子
壁
中
書
也
。二
曰
奇
字
、即
古
文
而
異
者
也
。

三
曰
篆
書
、
即
小
篆
、
秦
始
皇
帝
使
下
杜
人
程
邈
所
作
也
。
四
曰
佐
書
、
即
秦
隷
書
。
五
曰
繆
篆
、
所
以
摹
印
也
。
六
曰
鳥
蟲
書
、
所
以
書
幡
信
也
。

と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
。
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（
一
〇
）

（
一
四
）
安
帝
の
時
許
慎
特
に
搜
釆
を
加
え
、
九
千
…
…
今
に
至
る
ま
で
字
学
の
宗
と
為
る
。
　　

許
慎
（
五
八
？
〜
一
四
九
？
）、
字
は
叔
重
、
汝
南
召
陵
の

人
。
後
漢
の
太
尉
、
南
閣
祭
酒
に
至
る
。『
後
漢
書
』
列
伝
六
九
下
・
儒
林
伝
下
に
列
伝
が
あ
る
。
許
愼
の
『
説
文
』
に
つ
い
て
は
、
衛
恒
『
四
体
書
勢
』
に
、

及
許
慎
撰
説
文
、
用
篆
書
為
正
、
以
為
体
例
、
最
可
得
而
論
也
。

と
あ
り
、
北
魏
の
江
式
の
論
書
表
（『
魏
書
』
巻
九
一
所
収
）
に
、

…
（
賈
）
逵
即
汝
南
許
慎
古
文
学
之
師
也
。
後
慎
嗟
時
人
之
好
奇
、
歎
儒
俗
之
穿
鑿
、
惋
文
毀
於
誉
、
痛
字
敗
於
訾
、
更
詭
任
情
、
変
乱
於
世
、
故
撰

説
文
解
字
十
五
篇
、
首
一
終
亥
、
各
有
部
属
、
包
括
六
芸
群
書
之
詁
、
評
釈
百
氏
諸
子
之
訓
、
天
地
・
山
川
・
草
木
・
鳥
獣
・
昆
蟲
・
雑
物
・
奇
怪
珍
異
・

王
制
礼
儀
・
世
間
人
事
莫
不
畢
載
。
可
謂
類
聚
群
分
、
雑
而
不
越
、
文
質
彬
彬
、
最
可
得
而
論
也
。

と
す
る
。
ま
た
、
張
懐
瓘
『
書
断
』
巻
下
に
は
、

許
慎
…
…
作
『
説
文
解
字
』
十
四
篇
、
万
五
百
余
字
。
疾
篤
、
令
子
衝
詣
闕
上
之
。

と
あ
る
。
病
床
に
あ
っ
た
許
慎
に
代
わ
っ
て
、
子
の
許
の
許
沖
が
『
説
文
解
字
』
十
四
篇
を
安
帝
に
奉
っ
た
の
は
、
建
光
元
年
（
一
二
一
）
九
月
で
あ
る
が
、

書
そ
の
も
の
は
、
和
帝
の
永
元
一
二
年
（
一
〇
〇
）
に
完
成
し
た
。

　

ま
た
、『
説
文
』
叙
に
よ
る
と
、
親
字
は
九
千
三
百
五
十
三
字
、
そ
の
重
文
つ
ま
り
異
体
字
が
一
千
百
六
十
三
字
、
解
説
の
合
計
字
数
が

十
三
万
三
千
四
百
四
十
一
字
よ
り
な
る
と
い
う
。
本
文
の
「
九
千
之
文
始
備
」
と
は
親
字
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
段
玉
裁
『
説
文
解
字

注
』
巻
一
五
下
「
解
説
凡
十
三
万
三
千
四
百
四
十
字
」
の
注
に
よ
る
と
、
今
本
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
北
宋
・
徐
鉉
等
校
訂
『
説
文
解
字
』
十
五
巻
は
、
親
字
が

九
千
四
百
三
十
一
字
で
七
十
八
字
の
増
、
重
文
が
一
千
二
百
七
十
九
字
で
百
十
六
字
の
増
、
合
計
字
数
は
十
二
万
二
千
六
百
九
十
九
字
で
一
万
七
百
四
十
二
字

の
減
で
あ
る
。

（
一
五
）
魏
の
時
に
李
登
な
る
者
有
り
、
声
類
十
卷
…
…
以
て
字
を
命
づ
け
、
諸
部
を
立
て
ず
。
　　

李
登
に
つ
い
て
は
未
詳
。『
隋
書
』
経
籍
志
・
小
学
類
に

は
「
声
類
十
巻
」
が
著
録
さ
れ
、「
魏
左
校
令
李
登
撰
」
と
記
す
。『
声
類
』
は
散
佚
し
て
現
存
し
な
い
が
、
そ
の
構
成
を
知
る
に
は
本
文
と
次
に
引
用
す
る
江

式
の
論
書
表
が
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
。

（
呂
）
忱
弟
静
別
放
故
左
校
令
李
登
声
類
之
法
、
作
韻
集
五
巻
、
宮
商
角
徴
羽
各
為
一
篇
、
而
文
字
與
兄
便
是
魯
衛
、
音
読
楚
・
夏
、
時
有
不
同
。
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（
一
一
）

「
五
声
」
と
は
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
で
、
も
と
も
と
は
秦
漢
六
朝
以
前
の
古
楽
の
述
語
で
あ
り
、
五
つ
の
音
階
を
代
表
し
て
い
た
が
、
本
文
の
い
う
「
五
声
」

と
「
諸
部
」
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
。

（
一
六
）
晋
に
呂
忱
有
り
、
群
典
を
更
按
し
、
…
…
無
き
所
の
者
は
、
是
れ
忱
の
益
す
所
な
り
。
　　

呂
忱
は
、
字
が
伯
雍
、
任
城
の
人
。
後
掲
す
る
江
式
の

上
表
に
よ
る
と
、
呂
忱
に
つ
い
て
「
義
陽
王
の
典
祠
令
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
岡
井
慎
吾
氏
は
、
義
陽
王
が
安
平
献
王
の
子
で
あ
る
義
陽
王
司
馬
望
と
す
れ
ば
、

太
始
元
年
（
二
六
五
）
に
王
と
な
り
、
同
七
年
に
没
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、
呂
忱
は
太
始
年
間
（
二
六
五
〜
二
七
四
）
の
人
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
岡
井
慎

吾
著
『
玉
篇
の
研
究
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
三
三
年
）
を
参
照
。

　
『
字
林
』
も
ま
た
散
佚
し
て
現
存
し
な
い
。
江
式
の
論
書
表
で
は
、

晋
世
、
義
陽
王
典
祠
令
任
城
呂
忱
表
上
字
林
六
巻
、
尋
其
況
趣
、
付
託
許
慎
説
文
、
而
案
偶
章
句
、
隠
別
古
籀
奇
惑
之
字
、
文
得
正
隸
、
不
差
篆
意
也
。

と
し
、
本
文
の
「
復
撰
字
林
七
卷
」
と
巻
数
が
異
な
っ
て
い
る
が
、『
隋
書
』
経
籍
志
・
小
学
類
に
は
「
字
林
七
巻　

晋
弦
令
呂
忱
撰
」
と
著
録
し
、
こ
ち
ら

は
本
文
と
巻
数
が
一
致
す
る
。
ま
た
、『
書
断
』
巻
下
に
は
、

晋
呂
忱
、
字
伯
雍
、
博
識
文
字
、
撰
字
林
五
篇
、
万
二
千
八
百
余
字
。
字
林
則
説
文
之
流
。
小
篆
之
工
、
亦
叔
重
之
亜
也
。

と
あ
り
、
本
文
と
巻
数
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
収
録
す
る
字
数
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

（
一
七
）後
魏
の
楊
承
慶
な
る
者
、復
た
字
統
…
…
字
体
を
論
ず
る
に
、時
に
復
た
異
な
る
有
り
。
　　

陽
承
慶
は
、北
平
無
終
の
人
。
北
魏
の
太
学
博
士
と
な
る
。

『
魏
書
』
巻
七
二
・
陽
尼
伝
に
、

陽
尼
、
字
景
文
、
北
平
無
終
人
。
…
有
書
数
千
巻
。
所
造
字
釈
数
十
篇
、
未
就
而
卒
、
其
従
孫
太
学
博
士
承
慶
遂
撰
為
字
統
二
十
巻
、
行
於
世
。

と
あ
り
、
姓
が
本
文
は
「
楊
」
で
あ
る
が
、『
魏
書
』
と
『
北
史
』
巻
四
七
で
は
、
ど
ち
ら
も
「
陽
」
に
作
る
。『
隋
書
』
経
籍
志
・
小
学
類
に
は
「
字
統

二
十
一
巻　

楊
承
慶
撰
」
と
あ
り
、
巻
数
は
異
な
る
が
、
姓
は
本
文
と
同
じ
。

（
一
八
）
梁
朝
の
顧
野
王
玉
篇
三
十
巻
を
撰
し
、
凡
そ
一
万
六
千
九
百
一
十
七
字
。
　　

顧
野
王
（
五
一
九
〜
五
八
一
）
は
、
字
が
希
馮
、
呉
郡
呉
の
人
。
梁

の
武
帝
の
大
同
四
年
（
五
三
八
）
に
十
九
歳
で
太
学
博
士
と
な
り
、
陳
で
黄
門
侍
郎
に
至
っ
た
。
歴
史
書
や
天
文
、
地
誌
な
ど
の
著
述
も
多
い
。『
陳
書
』
巻

三
〇
と
『
南
史
』
巻
六
九
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
顧
野
王
が
玉
篇
を
完
成
さ
せ
た
の
は
梁
の
大
同
九
年
（
五
四
三
）、二
十
四
歳
の
時
と
さ
れ
て
お
り
、し
た
が
っ
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て
本
文
で
は
「
梁
朝
顧
野
王
」
と
し
て
い
る
。『
陳
書
』
の
本
伝
は
「
其
所
撰
著
玉
篇
三
十
巻
、
…
」
と
し
、
本
文
と
巻
数
が
一
致
す
る
が
、『
隋
書
』
経
籍
志
・

小
学
類
に
は
「
玉
篇
三
十
一
巻
」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。

（
一
九
）
此
れ
復
た
埤
蒼
・
広
蒼
・
字
指
・
字
詁
・
字
苑
・
字
訓
・
文
字
志
・
字
譜
の
類
有
り
。
　
　 「
埤
蒼
」
と
「
字
詁
」
は
い
ず
れ
も
魏
の
張
揖
撰
の
『
埤

蒼
』
三
巻
と
『
古
今
字
詁
』
三
巻
の
こ
と
。
江
式
の
論
書
表
に
、

魏
初
博
士
清
河
張
揖
著
埤
蒼
・
広
雅
・
古
今
字
詁
、
究
諸
埤
・
広
、
綴
拾
遺
漏
、
増
長
事
類
、
抑
亦
於
文
為
益
者
。
然
其
字
詁
、
方
之
許
慎
篇
、
古
今
体
用
、

或
得
或
失
矣
。

と
あ
る
。「
広
蒼
」
は
、樊
恭
撰
『
広
蒼
』
一
巻
の
こ
と
。「
字
指
」
は
、晋
の
朝
議
大
夫
李
彤
撰
『
字
指
』
二
巻
の
こ
と
。「
字
訓
」
は
、殷
仲
堪
撰
『
常
用
字
訓
』

一
巻
の
こ
と
。「
字
譜
」
は
撰
者
未
詳
『
文
字
譜
』
一
巻
の
こ
と
か
？
「
文
字
志
」
は
不
明
。
撰
者
名
と
署
名
は
『
隋
書
』
経
籍
志
・
小
学
類
を
参
照
。

（
二
〇
）
漢
代
又
た
草
書
有
り
。
　　
『
説
文
』
叙
は
、

漢
興
有
草
書
。

と
し
、
衛
恒
『
四
体
書
勢
』
に
も
、

漢
興
而
有
草
書
、
不
知
作
者
姓
名
。

と
あ
る
。

（
二
一
）
故
に
倉
頡
自
り
漢
代
に
至
る
ま
で
、
書
凡
そ
五
変
す
。　
　
『
隋
書
』
経
籍
志
・
小
学
類

然
自
蒼
頡
訖
于
漢
初
、書
経
五
変
。
一
曰
古
文
、即
蒼
頡
所
作
。
二
曰
大
篆
、周
宣
王
時
史
籀
所
作
。
三
曰
小
篆
、秦
時
李
斯
所
作
。
四
曰
隸
書
、程
邈
所
作
。

五
曰
草
書
、
漢
初
作
。

（
二
二
）
南
斉
の
蕭
子
良
は
古
文
の
書
五
十
二
種
…
…
涉
る
と
雖
も
、
亦
た
書
家
の
前
流
な
り
。
　　

蕭
子
良
（
四
六
〇
〜
四
九
四
）
は
、
字
が
雲
英
、
南
朝

の
斉
の
武
帝
の
第
二
子
で
、
武
帝
が
即
位
す
る
と
、
竟
陵
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
仏
教
を
篤
信
し
、
文
人
と
し
て
も
活
躍
し
、
永
明
年
間
（
四
八
三
〜
四
九
三
）

に
司
徒
・
尚
書
令
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、
文
人
ら
を
鶏
籠
山
の
西
邸
に
集
め
、
中
で
も
著
名
な
蕭
衍
・
沈
約
ら
八
人
は
「
竟
陵
八
友
」
と
称
せ
ら
れ
た
。『
初
学
記
』

巻
二
一
・
文
部
・
文
字
に
、
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蕭
子
良
『
古
今
篆
隸
文
体
』、
有
藁
書
・
楷
書
・
蓬
書
・
懸
針
書
・
垂
露
書
・
飛
白
書
・
填
書
・
奠
書
・
鳥
書
・
虎
爪
書
・
偃
波
書
・
鶴
頭
書
・
象
形
篆
・

尚
方
大
篆
・
鳳
鳥
書
・
科
斗
虫
書
・
龍
虎
書
・
仙
人
書
・
芝
英
書
・
十
二
時
書
・
倒
薤
書
・
亀
書
・
麒
麟
書
・
金
錯
書
・
蚊
脚
書
、
凡
数
十
種
、
皆
出

於
六
義
八
体
之
書
、
而
因
事
生
変
者
也
。

と
あ
り
、
本
文
も
こ
の
『
古
今
篆
隸
文
体
』
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
。『
隋
書
』
経
籍
志
・
小
学
類
に
『
古
今
篆
隸
文
体
』
一
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、

撰
者
を
「
蕭
子
政
」
と
注
し
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

黄
帝
の
史
官
の
倉
頡
は
、
鳥
獣
の
足
跡
を
見
て
文
字
を
作
り
、
事
物
を
類
別
し
そ
の
形
状
を
か
た
ど
っ
て
で
き
た
の
で
、
こ
れ
を
「
文
」
と
い
っ
た
。
形

と
音
と
で
増
加
し
て
で
き
た
も
の
を
「
字
」
と
い
う
。
竹
や
帛
に
書
い
た
（
も
の
を
書
と
い
う
）。
す
な
わ
ち
文
史
は
（
文
字
の
あ
や
ま
り
か
？
）
あ
わ
せ
て

九
千
字
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
古
文
で
あ
る
。
昔
は
六
体
あ
っ
た
。
第
一
は
指
事
と
い
い
、「
上
」
や
「
下
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
二
は
象
形
と
い
い
、「
日
」

や
「
月
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
三
は
形
声
と
い
い
、「
江
」
や
「
河
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
第
四
は
会
意
と
い
い
、「
武
」
や
「
信
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
五
は

転
注
と
い
い
、「
老
」「
考
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
六
は
仮
借
と
い
い
、「
令
」「
長
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
六
体
か
ら
考
え
る
と
、
文
字
の
主
要
な
構
成
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。『
周
礼
』
地
官
に
保
氏
が
公
卿
・
大
夫
の
子
弟
に
六
書
か
ら
教
え
た
と
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
周
の
宣
王
（
在

位
前
八
二
七
〜
前
七
八
二
）
の
時
に
な
っ
て
、
太
史
の
史
籀
は
『
大
篆
』
十
五
篇
を
著
し
た
が
、
そ
の
文
字
は
古
文
と
字
体
が
異
な
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
六
書
の
原
理
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
当
時
の
人
々
は
大
篆
（
小
篆
は
衍
字
）
も
籀
書
と
名
付
け
、
古
文
と
共
に
使
用
し
た
。
春
秋
の
時
代
に
な
る
と
、
孔
子

は
六
経
を
著
し
た
が
、
す
べ
て
古
文
を
用
い
た
。

　

そ
の
後
、
諸
侯
は
周
の
王
に
統
治
さ
れ
ず
、
車
道
は
車
の
幅
を
異
に
し
、
文
字
は
書
体
を
異
に
し
た
。
秦
が
天
下
を
統
一
す
る
と
、
宰
相
の
李
斯
が
こ
れ
を

同
じ
く
し
よ
う
と
奏
上
し
、
秦
の
も
の
に
合
わ
な
い
も
の
を
廃
止
し
た
。
李
斯
は
ま
た
『
倉
頡
篇
』
を
作
り
、
中
車
府
令
の
趙
高
は
『
爰
歴
篇
』
を
作
り
、
太

史
令
の
胡
毋
敬
は
『
博
学
篇
』
を
作
っ
た
。
こ
れ
ら
は
皆
、（
史
籀
の
）
大
篆
か
ら
取
り
、
或
る
も
の
は
そ
れ
を
省
略
改
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
小
篆

と
い
う
。
こ
の
時
、
裁
判
の
事
務
が
繁
雑
に
な
り
、
篆
書
は
実
用
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
御
史
の
程
邈
は
罪
を
犯
し
、
雲
陽
の
獄
中
に
入
れ
ら
れ
、（
獄
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中
で
）
小
篆
を
改
良
し
て
隷
書
を
造
り
、
簡
略
化
を
図
っ
た
。
始
皇
帝
は
こ
れ
を
気
に
入
っ
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
秦
の
書
に
は
八
種
類
の
書

体
が
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
大
篆
で
あ
り
、
史
籀
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
小
篆
で
あ
り
、
李
斯
・
趙
高
・
胡
毋
敬
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
篆
と

小
篆
は
ど
ち
ら
も
木
簡
や
竹
簡
な
ど
公
的
な
記
録
文
書
に
用
い
ら
れ
た
。
第
三
は
刻
符
で
あ
り
、
割
り
符
に
用
い
ら
れ
る
。
第
四
は
摹
印
と
い
い
、
ま
た
繆
篆

と
も
い
い
、
印
章
に
用
い
ら
れ
る
。
第
五
は
虫
書
と
い
い
、
虫
や
鳥
の
形
に
作
り
、
旗
に
用
い
ら
れ
る
。
第
六
は
署
書
と
い
い
、
題
額
に
用
い
ら
れ
る
。
第
七

は
殳
書
と
い
い
、
武
器
に
刻
す
る
。
第
八
は
隷
書
と
い
い
、
役
所
で
用
い
ら
れ
る
。
皆
用
途
に
応
じ
て
形
を
変
え
て
名
前
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
酈
善
長

は
水
経
に
注
釈
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。「
臨
淄
の
人
が
古
塚
を
発
掘
し
て
銅
棺
を
得
た
が
、
前
和
の
外
に
隸
字
が
凹
ま
せ
て
彫
っ
て
あ
り
、「
斉
太
公
六
代
孫

胡
公
之
棺
」
と
い
う
。
た
だ
三
字
は
古
文
で
あ
る
が
、余
は
今
の
書
と
同
じ
で
あ
る
と
。
し
た
が
っ
て
隷
書
は
秦
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
」

と
。
こ
の
記
述
か
ら
考
え
る
に
、
隷
書
は
春
秋
以
前
に
存
在
し
、
た
だ
諸
国
に
は
こ
れ
を
用
い
る
国
と
そ
う
で
な
い
国
が
あ
っ
て
、
程
邈
は
そ
れ
が
簡
便
で
実

用
的
で
あ
る
の
を
見
て
、
そ
れ
を
改
良
し
て
献
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
創
造
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

漢
が
建
て
ら
れ
る
と
、
多
く
秦
の
制
度
を
継
承
し
、
文
字
も
隷
書
を
使
用
し
た
。
そ
の
た
め
、
古
文
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
。
昔
は
、
十
歳
で
小
学
に
入
っ

た
者
は
、
十
七
歳
に
な
っ
て
九
千
字
以
上
を
暗
誦
・
書
写
で
き
れ
ば
、
書
記
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
六
体
（
あ
る
い
は
八
体
か
？
）
に
つ
い
て
郡
太

守
が
試
験
を
し
、
そ
の
成
績
優
秀
者
は
尚
書
史
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
平
帝
（
在
位
前
一
〜
後
五
年
）
の
時
に
、
沛
人
の
爰
礼
ら
を
召
し
て
、
文
字
に
つ
い

て
未
央
宮
の
庭
中
で
説
か
せ
、
黄
門
侍
郎
の
楊
雄
は
、
そ
れ
ら
を
取
っ
て
『
訓
纂
篇
』
を
作
り
、『
倉
頡
篇
』
な
ど
十
四
篇
と
合
わ
せ
て
、
五
千
三
百
四
十
字

を
収
録
し
た
。
王
莽
が
摂
政
と
な
る
と
、
大
司
空
の
甄
豊
ら
に
四
篇
か
ら
文
字
を
校
定
さ
せ
、
か
な
り
古
文
を
改
定
し
た
。
ま
た
別
に
「
六
体
」
を
造
っ
た
。

第
一
は
古
文
と
い
い
、
孔
子
の
旧
宅
の
壁
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
書
で
あ
る
。
第
二
は
奇
字
と
い
い
、
こ
れ
は
古
文
と
は
書
体
が
異
な
っ
て
い
る
。
第
三
は
篆

書
と
い
い
、
小
篆
の
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
佐
書
と
い
い
、
隷
書
の
こ
と
で
あ
る
。
第
五
は
繆
書
と
い
い
、
印
に
彫
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
第
六
は
鳥
虫
と

い
い
、
旗
や
節
に
書
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
後
漢
の
和
帝
（
在
位
八
八
〜
一
〇
五
年
）
の
時
に
、
初
め
て
七
千
三
百
八
十
四
字
を
収
録
し
た
。
安
帝
（
在
位

一
〇
六
〜
一
二
五
年
）
の
時
、
許
慎
は
さ
ら
に
探
し
集
め
て
、
九
千
字
が
始
め
て
備
わ
り
、『
説
文
』
を
著
し
た
。
す
べ
て
を
五
百
四
十
部
に
分
け
、
古
文
を

分
析
し
て
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
、
つ
ぶ
さ
に
字
体
を
論
じ
、
音
訓
を
詳
し
く
挙
げ
、
俗
学
者
や
田
舎
者
が
伝
え
た
も
の
で
誤
り
で
あ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
許
慎

は
採
用
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、『
説
文
』
は
今
に
至
る
ま
で
文
字
学
の
根
本
と
な
っ
た
。
魏
の
時
に
李
登
と
い
う
者
が
お
り
、『
声
類
』
十
巻
を
撰
述
し
た
。
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す
べ
て
一
万
一
千
五
百
二
十
字
を
収
録
し
、
五
声
に
よ
っ
て
字
を
分
け
、
諸
部
を
立
て
な
か
っ
た
。
西
晋
の
呂
忱
は
、
文
献
を
調
べ
て
異
体
字
を
探
し
求
め
、

『
字
林
』
七
巻
を
著
し
、
部
首
を
五
百
四
十
、
合
計
一
万
二
千
八
百
二
十
四
字
、
部
首
の
分
類
配
列
は
『
説
文
』
に
よ
り
、『
説
文
』
に
無
い
も
の
は
呂
忱
に
よ
っ

て
増
え
た
も
の
で
あ
る
。
北
魏
の
陽
承
慶
も
ま
た
、『
字
統
』
を
撰
述
し
、
合
計
一
万
三
千
七
百
三
十
四
字
を
収
録
し
、
そ
の
分
類
配
列
は
『
説
文
』
に
基
づ

い
て
作
ら
れ
て
い
る
が
、
字
体
に
つ
い
て
は
『
説
文
』
と
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
梁
の
顧
野
王
は
『
玉
篇
』
三
十
巻
を
撰
述
し
、
合
計
一
万
六
千
九
百
十
七
文

字
を
収
録
す
る
。
そ
の
ほ
か
に
、『
埤
蒼
』・『
広
蒼
』・『
字
指
』・『
字
詁
』・『
字
苑
』・『
字
訓
』・『
文
字
志
』・『
字
譜
』
な
ど
の
書
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
先
人

の
方
法
を
継
承
し
て
論
じ
、
書
物
の
数
も
増
え
て
い
っ
た
。

　

漢
代
に
は
ま
た
草
書
が
作
ら
れ
た
。
か
く
て
、
倉
頡
か
ら
漢
代
に
至
る
ま
で
、
字
体
は
五
た
び
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
古
文
・
大
篆
・
小
篆
・
隷
書
・
草

書
で
あ
る
。
南
朝
の
斉
の
蕭
子
良
は
古
文
の
書
体
の
五
十
二
種
に
つ
い
て
著
述
し
た
。
鵠
頭
・
蚊
脚
・
懸
針
、
垂
露
・
龍
爪
・
仙
人
・
芝
英
・
倒
薤
・
蛇
書
・

虫
書
・
偃
波
・
飛
白
な
ど
の
類
は
、
す
べ
て
そ
の
書
体
の
姿
を
か
た
ど
っ
て
名
前
と
し
、
そ
の
名
前
の
意
味
は
浅
は
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
書
家
の
さ
き
が
け

で
も
あ
る
。
こ
の
ご
ろ
で
は
、
小
篆
・
八
分
書
・
草
書
・
行
書
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
書
体
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。

（
髙
瀬　

奈
津
子
）
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（
一
六
）

〔
二
〕『
封
氏
聞
見
記
』　

巻
二
・
声
韻

【
原
文
】

　

周
顒
好
爲
體
語
。
因
此
切
字
皆
有
紐
。
紐
有
平
上
去
入
之
異
。
永
明
中
、
沈
約
文
詞
精
抜
、
盛
解
音
律
、
遂
撰
四
聲
譜
。
文
章
八
病
、
有
平
頭
・
上
尾
・
蜂
腰
・

鶴
膝
。
以
爲
自
靈
均
以
來
、
此
秘
未
覩
。
時
王
融
・
劉
繪
・
范
雲
之
徒
、
皆
稱
才
子
、
慕
而
扇
之
。
由
是
遠
近
文
學
、
轉
相
祖
述
、
而
聲
韻
之
道
大
行
。
以
古

之
爲
詩
、
取
其
宣
道
情
致
、
激
揚
政
化
、
但
含
徴
韻
商
、
意
非
切
急
、
故
能
包
含
元
氣
、
骨
體
大
全
、
詩
騒
以
降
是
也
。
自
聲
病
之
興
、
動
有
拘
制
、
文
章
之

體
格
壞
矣
。
隋
朝
陸
法
言
與
顔
魏
諸
公
定
南
北
音
、
撰
爲
切
韻
、
凡
一
萬
二
千
一
百
五
十
八
字
、
以
爲
文
楷
式
。
而
先
仙
刪
山
之
類
分
爲
別
韻
、
屬
文
之
士
共

苦
其
苛
細
。
國
初
、
許
敬
宗
等
詳
議
、
以
其
韻
窄
、
奏
合
而
用
之
。
法
言
所
謂
「
欲
廣
文
路
、
自
可
清
濁
皆
通
」
者
也
。
爾
後
有
孫
愐
之
徒
、
更
以
字
書
中
閑

字
釀
於
切
韻
、
殊
不
知
爲
文
之
匪
要
、
是
陸
之
略
也
。
天
寶
末
、
平
原
太
守
顔
眞
卿
撰
韻
海
鏡
源
二
百
卷
。
未
畢
屬
蕃
寇
憑
陵
、
抜
身
濟
河
、
遺
失
五
十
餘
卷
。

廣
德
中
爲
湖
州
刺
史
、
重
加
補
葺
、
更
于
正
經
之
外
、
加
入
子
史
釋
道
諸
書
、
撰
成
三
百
六
十
卷
。
其
書
于
陸
法
言
切
韻
外
、
增
出
一
萬
四
千
七
百
六
十
一
字
。

先
起
説
文
爲
篆
字
、
次
作
今
文
隷
字
、
仍
具
別
體
爲
證
、
然
後
注
以
諸
家
字
書
。
解
釋
既
畢
、
徴
九
經
两
字
以
上
、
取
其
句
末
字
編
入
本
韻
。
爰
及
諸
書
、
皆

倣
此
。
自
有
聲
韻
以
來
、
其
撰
述
該
備
、
未
有
如
顔
公
此
書
也
。
大
暦
二
年
、
入
爲
刑
部
尚
書
、
詣
銀
臺
門
進
上
之
。
奉
勅
宣
付
秘
閣
、
賜
絹
五
百
疋
。

【
訓
読
】

周
顒
好
み
て
体
語
を
為
る
（
一
）。
此
に
因
り
て
字
を
切か
え

す
に
皆
な
紐
有
り
（
二
）。
紐
に
は
平
・
上
・
去
・
入
の
異
有
り
（
三
）。
永
明
中
、
沈
約
文
詞
精

抜
に
し
て
、
盛お
お

く
音
律
を
解
き
、
遂
に
『
四
声
譜
』
を
撰
す
（
四
）。
文
章
の
八
病
に
、
平
頭
・
上
尾
・
蜂
腰
・
鶴
膝
有
り
（
五
）。
以
為
ら
く
霊
均
自
り
以
来
、

此
の
秘
は
未
だ
覩
ず
（
六
）。
時
に
王
融
・
劉
絵
・
范
雲
の
徒
（
七
）、
皆
な
才
子
を
称
し
、
慕
い
て
之
を
扇
ぐ
（
八
）。
是
れ
由
り
遠
近
の
文
学
、
転
た
相
い

祖
述
し
、声
韻
の
道
は
大
に
行
は
る
（
九
）。
古
の
詩
を
為
る
に
、其
の
情
致
を
宣
道
し
、政
化
を
激
揚
す
る
を
取
り
（
一
〇
）、但
だ
徴
を
含
み
商
を
韻
す
る
は
、

意
は
切
急
に
非
ざ
る
を
以
て
（
一
一
）、
故
に
能
く
元
気
を
包
含
し
、
骨
体
大
い
に
全ま
っ
たく
（
一
二
）、『
詩
』・『
騒
』
以
降
は
是
れ
な
り
（
一
三
）。
声
病
の
興
り

た
る
自
り
、
動や
や

も
す
れ
ば
拘
制
有
り
、
文
章
の
体
格
は
壊
る
（
一
四
）。
隋
朝
の
陸
法
言
、
顔
・
魏
ら
諸
公
と
南
北
の
音
を
定
め
、
撰
し
て
『
切
韻
』
を
為
る
、
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（
一
七
）

凡
そ
一
万
二
千
一
百
五
十
八
字
（
一
五
）、
以
て
文
の
楷
式
と
為
す
（
一
六
）。
而
る
に
先
・
仙
、
刪
・
山
の
類
は
分
け
て
別
韻
と
為
し
（
一
七
）、
属
文
の
士

は
共
に
其
の
苛
細
に
苦
む
（
一
八
）。
国
の
初
め
、
許
敬
宗
等
詳
議
し
、
其
の
韻
の
窄せ
ま

き
を
以
て
、
合
せ
て
之
を
用
い
ん
こ
と
を
奏
す
（
一
九
）。
法
言
謂
う
所

の
「
文
路
を
広
げ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
自
ら
清
濁
皆
な
通
ず
可
き
」
者
な
り
（
二
〇
）。
爾
後
、
孫
愐
の
徒
有
り
、
更
も
字
書
中
の
閑
字
を
以
て
切
韻
に
釀
し
、

殊
に
文
を
為
る
の
匪
要
を
知
ら
ず
、
是
れ
陸
の
略
な
り
（
二
一
）。
天
宝
の
末
、
平
原
太
守
の
顔
真
卿
、『
韻
海
鏡
源
』
二
百
巻
を
撰
す
（
二
二
）。
未
だ
畢
ら

ず
し
て
、
属
ま
蕃
寇
憑
陵
し
（
二
三
）。
身
を
抜
き
て
河
を
済
り
、
五
十
余
巻
を
遺
失
す
（
二
四
）。
広
徳
中
、
湖
州
刺
史
と
為
り
（
二
五
）、
重
ね
て
補
葺
を

加
へ
、
更
に
正
経
の
外
に
お
い
て
、
加
へ
て
子
・
史
・
釈
・
道
の
諸
書
を
入
れ
、
撰
し
て
三
百
六
十
巻
と
成
す
（
二
六
）。
其
の
書
は
陸
法
言
の
『
切
韻
』
よ

り
外
、増
し
て
一
万
四
千
七
百
六
十
一
字
を
出
す
（
二
七
）。
先
に
『
説
文
』
起
り
篆
字
を
為
り
、次
で
今
文
の
隷
字
を
作
り
、仍
お
別
体
を
具
え
て
証
と
為
し
、

然
る
後
に
、注
す
る
に
諸
家
の
字
書
を
以
て
す
（
二
八
）。
解
釈
既
に
畢
ら
ば
、九
経
の
両
字
以
上
を
徴も
と

め
、其
の
句
末
の
字
を
取
り
て
本
韻
に
編
入
す
（
二
九
）。

爰ひ
き

て
諸
書
に
及
ぶ
は
、
皆
な
此
に
倣
う
。
声
韻
有
り
て
自
り
以
来
、
其
の
撰
述
の
該
ね
備
る
こ
と
、
未
だ
顔
公
の
此
の
書
の
如
き
は
有
ら
ざ
る
な
り
（
三
〇
）。

大
暦
二
年
（
七
六
七
）、
入
り
て
刑
部
尚
書
と
為
り
、
銀
台
門
に
詣
り
て
之
を
進
上
す
（
三
一
）。
勅
宣
を
奉
り
て
秘
閣
に
付
し
、
絹
五
百
疋
を
賜
る
（
三
二
）。

【
註
釈
】

（
一
）
周
顒
好
み
て
体
語
を
為
る　
　

周
顒
（
生
没
年
不
詳
）
は
南
朝
斉
の
汝
南
安
城
（
現
在
の
河
南
省
駐
馬
店
市
汝
南
県
の
東
南
）
の
人
で
、
字
は
彦
倫
。

宋
の
と
き
に
益
州
刺
史
の
蕭
恵
開
に
従
い
、
蜀
に
赴
い
て
府
主
簿
と
な
り
、
の
ち
剡
県
令
を
務
め
た
。
斉
に
入
り
国
士
博
士
兼
著
作
と
な
り
、
起
居
中
を
撰
し

た
。
ひ
ろ
く
百
家
の
書
物
を
渉
猟
し
、
仏
経
に
も
通
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
書
法
・
音
韻
に
詳
し
く
、『
三
宗
論
』
や
『
四
声
切
韻
』
の
著
作
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
が
い
ず
れ
も
已
佚
。「
体
語
」
は
反
切
法
（
後
掲
註
（
二
）
参
照
）
を
用
い
て
作
る
陰
語
で
、
筆
を
「
不
律
」
と
し
た
り
、
椎
を
「
終
葵
」
と
し

た
り
す
る
の
を
い
う
。
呉
俗
で
は
こ
れ
を
「
市
語
」
と
い
っ
た
。

（
二
）
字
を
切か
え

す
に
皆
な
紐
有
り　
　
「
切
」
と
は
、
中
国
の
魏
晋
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
、
漢
字
の
発
音
を
表
示
す
る
方
法
。
あ
る
漢
字
の
発
音
を
、
別
の
漢
字

二
字
の
、
上
の
字
（
切
字
ま
た
は
反
切
上
字
と
い
う
）
の
は
じ
め
の
子
音
（
声
母
）
と
、
下
の
字
（
韻
字
ま
た
は
反
切
下
字
と
い
う
）
の
韻
（
韻
母
）
と
を
組

み
合
わ
せ
て
示
す
。
例
え
ば
、「
復
、
扶
又
翻
（
復
は
、
扶
・
又
の
翻か
え
し）。」
と
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
現
代
音
を
借
り
て
説
明
す
る
と
、
復
の
発
音
は
、
扶
の
音
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（
一
八
）

fu

の
声
母f

と
、
又
の
韻
母you

のu

と
を
合
わ
せ
てfu

と
な
る
。
実
際
に
は
、
さ
ら
に
こ
こ
に
音
の
高
低
す
な
わ
ち
声
調
（
扶
の
場
合
は
平
声
、
現
代
の

声
調
で
は
第
二
声
。
後
掲
註
（
三
）
参
照
）
が
加
わ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
音
が
形
成
さ
れ
る
。
唐
代
以
前
は
こ
う
し
た
韻
の
説
明
書
き
を
多
く
反
と
称
し
、
宋
代

以
後
は
切
ま
た
は
先
出
の
よ
う
に
翻
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
反
切
法
と
呼
ば
れ
る
。「
紐
」
は
声
母
の
こ
と
。

　

漢
字
音
に
関
す
る
概
説
は
、
藤
堂
明
保
・
近
藤
光
男
『
中
国
古
典
の
読
み
か
た
』（
江
南
書
院
、
一
九
五
六
年
六
月
）
第
七
章
「
日
本
に
伝
わ
つ
た
漢
字
音
」

三
五
四
〜
三
七
〇
頁
、
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』（
岩
波
全
書
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
第
四
部
第
章
「
字
音
」
三
六
七
〜
三
七
二
頁
、

戸
川
芳
郎
監
修
・
佐
藤
進
・
濱
藤
雄
編
『
全
訳
漢
字
海
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
一
年
二
月
第
三
版
、
初
版
は
二
〇
〇
〇
年
）「
漢
字
音
に
つ
い
て
」
一
六
五
八
〜

一
六
六
三
頁
（
一
六
六
三
頁
に
声
母
及
び
韻
母
表
を
付
し
て
あ
り
便
利
）
を
参
照
。

（
三
）
紐
に
平
・
上
・
去
・
入
の
異
有
り　
　

漢
字
の
音
（
韻
）
の
四
種
類
の
声
調
の
こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
平
ひ
ょ
う
し
ょ
う
声
・
上
声
・
去
声
・
入に
っ
し
ょ
う声と
い
い
、
現
代
の
普
通
話
で
は
、

平
声
を
陽
・
陰
の
二
種
類
に
分
け
、
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
第
一
声
と
第
二
声
に
あ
た
り
、
上
声
は
第
三
声
、
去
声
は
第
四
声
に
あ
た
る
。
入
声
は
現
代
の
普
通
話

に
は
存
在
し
な
い
が
、
方
言
の
一
部
に
残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
日
本
で
は
入
（
ニ
フ
）・
筆
（
ヒ
ツ
）・
薬
（
ヤ
ク
）・
日
（
ニ
チ
・
ジ
ツ
）・
的
（
テ
キ
）

の
よ
う
に
、
音
を
か
な
表
記
し
た
際
の
第
二
字
以
下
に
、
フ
・
ク
・
ツ
・
チ
・
キ
の
い
ず
れ
か
が
つ
く
（
前
掲
註
（
三
）『
漢
文
入
門
』
三
七
一
頁
参
照
）
た

め
判
断
し
や
す
い
。

　

な
お
、
底
本
原
文
に
は
「
紐
有
平
・
上
・
去
・
入
之
異
」
と
す
る
が
、
こ
の
「
紐
」
字
は
、
天
一
閤
蔵
明
抄
本
や
莫
郘
亭
蔵
旧
抄
本
（
明
抄
本
）
に
は
な
く
、

声
調
は
紐
（
声
母
）
で
は
な
く
韻
（
韻
母
）
に
由
る
こ
と
か
ら
、
衍
字
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
永
明
中
、沈
約
文
詞
精
抜
に
し
て
、盛お
お

く
音
律
を
解
き
、遂
に
『
四
声
譜
』
を
撰
す　
　
「
永
明
」
は
南
朝
・
斉
の
武
帝
期
の
元
号
で
、四
八
三
〜
四
九
三
年
。

沈
約
（
四
四
一
〜
五
一
三
）
は
、
南
朝
・
梁
の
呉
興
武
康
（
現
在
の
浙
江
省
湖
州
市
徳
清
県
の
西
）
の
人
で
、
字
は
休
文
。
ひ
ろ
く
群
籍
に
通
じ
、
斉
で
は
東

宮
書
記
と
な
っ
て
四
部
の
図
書
を
校
勘
し
、
梁
で
は
尚
書
令
と
な
り
太
子
少
傅
を
領
し
た
。
彼
が
撰
し
た
多
く
の
詩
賦
は
、
明
代
の
輯
本
『
沈
隠
侯
集
』
に
収

め
ら
れ
て
お
り
、「
永
明
体
」
の
代
表
と
さ
れ
て
い
る
。「
文
詞
」
は
文
章
・
詩
文
の
こ
と
、「
精
抜
」
は
す
ぐ
れ
て
抜
き
ん
出
て
い
る
よ
う
す
。「
音
律
」
は
音

の
調
子
。「『
四
声
譜
』」
は
、『
隋
書
』
巻
三
二
・
経
籍
志
・
小
学
に
「『
四
声
』
一
巻　

梁
太
子
少
傅
沈
約
撰
」
と
あ
る
ほ
か
、『
梁
書
』
巻
一
三
・
沈
約
伝
に

「
又
撰
四
声
譜
、
以
為
在
昔
詞
人
、
累
千
載
而
不
寤
、
而
独
得
胸
衿
、
窮
其
妙
旨
、
自
謂
入
神
之
作
」
と
あ
る
。
已
逸
。



『封氏聞見記』訳注（三）

112

（
一
九
）

（
五
）
文
章
の
八
病
に
、
平
頭
・
上
尾
・
蜂
腰
・
鶴
膝
有
り　
　
「
八
病
」
は
詩
を
作
る
と
き
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
八
つ
の
禁
忌
で
、
斉
梁
の
間
に
沈

約
ら
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
。「
平
頭
」
は
、
第
一
字
と
第
六
字
、
第
二
字
と
第
七
字
が
同
音
で
あ
る
こ
と
。「
上
尾
」
は
第
五
字
と
第
十
字
が
同
音
で
あ
る
こ
と
。

「
蜂
腰
」
は
第
二
字
と
第
四
字
が
同
音
で
あ
る
こ
と
。「
鶴
膝
」
は
第
五
字
と
第
十
五
字
が
同
音
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
ほ
か
に
大
韻
・
小
韻
・
傍
紐
・
正
紐
が
あ

り
、
あ
わ
せ
て
八
病
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
五
言
詩
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
六
）
以
為
ら
く
霊
均
自
り
以
来
、
此
の
秘
は
未
だ
覩
ず　
　
「
霊
均
」
は
屈
原
の
字
。
屈
原
（
前
三
三
九
〜
前
二
七
八
頃
）
は
、
戦
国
・
楚
の
国
の
王
族
で
詩

人
。
名
は
平
、
字
は
原
で
あ
る
が
、
ま
た
名
を
正
則
、
字
を
霊
均
と
自
称
し
た
。
王
の
側
近
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
の
ち
に
讒
言
を
受
け
て
失
脚
、
楚
が
秦
に

滅
ぼ
さ
れ
た
際
に
、
汨
羅
江
に
身
を
投
げ
て
自
殺
し
た
。
自
伝
的
な
叙
事
詩
「
離
騒
」
を
著
し
た
ほ
か
、
楚
の
歌
謡
を
も
と
と
し
た
楚
辞
文
学
を
集
大
成
し
た
。

著
作
と
し
て
は
、
漢
の
劉
向
が
編
纂
し
た
『
楚
辞
』
が
伝
わ
っ
て
い
る
。「
此
秘
」
と
は
先
出
の
「
八
病
」
の
よ
う
な
作
詩
の
禁
忌
を
さ
す
。

（
七
）
時
に
王
融
・
劉
絵
・
范
雲
の
徒　
　

王
融
（
四
六
七
〜
四
九
三
）
は
、
南
朝
・
斉
の
文
人
で
、
字
は
元
長
、
琅
邪
臨
沂
（
現
在
の
山
東
省
臨
沂
市
）
の

人
で
あ
る
。
の
ち
に
竟
陵
王
蕭
子
良
の
幕
友
と
な
っ
た
が
、
武
帝
の
死
後
、
子
良
を
立
て
よ
う
と
し
て
失
敗
し
獄
死
し
た
。
劉
絵
（
生
没
年
不
詳
）
も
斉
の
文

人
で
、
字
は
士
章
、
彭
城
（
現
在
の
江
蘇
省
徐
州
市
）
の
人
で
あ
る
。
范
雲
（
四
五
一
〜
五
〇
三
）
は
斉
〜
梁
に
か
け
て
活
躍
し
た
文
人
で
、
字
は
彦
龍
。
王

融
や
沈
約
と
同
じ
く
、
竟
陵
王
蕭
子
良
の
も
と
に
集
ま
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
竟
陵
八
友
（
西
邸
八
友
）」
の
一
人
。

（
八
）
皆
な
才
子
を
称
し
、
慕
い
て
之
を
扇
ぐ　
　
「
才
子
」
は
、
詩
文
の
才
の
優
れ
た
人
。「
扇
」
と
は
伝
え
広
め
る
こ
と
。
王
融
・
劉
絵
・
范
雲
ら
は
詩
文

の
才
能
を
自
負
し
、
沈
約
の
『
四
声
譜
』
を
重
ん
じ
て
伝
え
た
の
だ
ろ
う
。

（
九
）
遠
近
の
文
学
、
転
た
相
い
祖
述
し
、
声
韻
の
道
は
大
に
行
は
る　
　
「
転
」
は
、
し
だ
い
に
、
次
々
に
の
意
。「
祖
述
」
は
先
人
の
や
り
方
を
手
本
と
し

て
受
け
継
ぐ
こ
と
。「
声
韻
」
は
音
韻
の
こ
と
で
、
漢
字
の
発
音
の
総
称
。

（
一
〇
）
其
の
情
致
を
宣
道
し
、政
化
を
激
揚
す
る
を
取
り　
　
「
宣
道
」
は
「
宣
導
」
で
、通
じ
導
く
、疎
通
す
る
、の
意
。
天
一
閣
本
と
莫
郘
亭
蔵
本
に
は
「
宣
」

字
が
無
く
、
ま
た
「
道
」
は
学
海
本
で
は
「
導
」
と
す
る
。「
情
致
」
の
致
は
趣
、
し
み
じ
み
と
し
た
お
も
む
き
。「
激
揚
」
は
物
事
を
積
極
的
に
後
押
し
し
て

広
め
る
こ
と
。「
政
化
」
は
、
国
を
治
め
民
を
導
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
政
治
と
教
化
。
情
趣
を
通
わ
せ
、
ひ
ろ
く
教
化
を
す
す
め
る
こ
と
。

（
一
一
）
但
だ
徴
を
含
み
商
を
韻
す
る
は
、
意
は
切
急
に
非
ざ
る
を
以
て　
　
「
徴
」「
商
」
は
い
ず
れ
も
五
音
（
五
声
と
も
い
う
。
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
、
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（
二
〇
）

の
五
つ
の
音
）
の
ひ
と
つ
。「
切
急
」
は
さ
し
せ
ま
る
。
韻
に
の
み
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
と
の
意
。

（
一
二
）
能
く
元
気
を
包
含
し
、
骨
体
大
い
に
全ま
っ
たく　
　
「
元
気
」
は
も
と
も
と
の
精
神
。「
骨
体
」
は
ほ
ね
と
か
ら
だ
、
文
章
の
心
と
詞
。

（
一
三
）『
詩
』・『
騒
』
以
降
は
是
れ
な
り　
　
『
詩
』
は
『
詩
経
』、
商
〜
春
秋
時
代
ま
で
の
三
一
一
編
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
騒
』
は
戦
国
時
代
・
楚

の
文
人
で
あ
っ
た
屈
原
の
『
離
騒
』。
屈
原
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
六
）
参
照
。

（
一
四
）
声
病
の
興
り
た
る
自
り
、動や
や

も
す
れ
ば
拘
制
有
り
、文
章
の
体
格
は
壞
る　
　
「
声
病
」
は
作
詩
の
際
の
、声
韻
に
関
す
る
禁
忌
を
い
う
。
前
掲
注
（
五
）

の
「
八
病
」
を
参
照
。「
拘
制
」
は
、
と
ら
え
て
自
由
に
さ
せ
な
い
こ
と
。「
体
格
」
は
詩
の
体
裁
や
形
式
。

（
一
五
）
隋
朝
の
陸
法
言
、
顔
・
魏
ら
諸
公
と
南
北
の
音
を
定
め
、
撰
し
て
『
切
韻
』
を
為
る
、
凡
そ
一
万
二
千
一
百
五
十
八
字　
　

陸
法
言
（
五
六
二
〜
？
）

は
隋
の
学
者
で
、
魏
郡
臨
漳
（
現
在
の
河
北
省
邯
鄲
市
臨
漳
県
の
西
南
）
の
人
、
名
は
詞
、
字
で
あ
る
法
言
を
通
用
し
た
。
音
韻
学
に
詳
し
く
、『
切
韻
』
五

巻
を
編
纂
し
た
。「
與
顔
・
魏
諸
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
切
韻
』
の
編
集
に
関
わ
っ
た
人
物
と
し
て
は
陸
法
言
の
ほ
か
、
顔
之
推
・
魏
彦
淵
・
劉
臻
・
盧
思
道
・

李
若
・
蕭
該
・
辛
徳
源
・
薛
道
衡
が
い
る
。
陸
法
言
『
切
韻
』
序
参
照
。

　

中
国
の
辞
書
と
し
て
は
つ
と
に
後
漢
・
許
慎
の『
説
文
解
字
』が
あ
り
、ま
た
反
切
法
を
用
い
て
音
を
説
明
し
た
辞
書
と
し
て
は
、南
朝
・
陳
の
顧
野
王（
五
一
九

〜
五
八
一
）『
玉
篇
』
三
〇
巻
（
原
本
已
逸
、日
本
に
残
巻
が
伝
存
。
こ
れ
を
羅
振
玉
が
影
印
し
た
『
羅
雪
堂
先
生
全
集
』
所
収
本
と
、黎
庶
昌
が
『
古
逸
叢
書
』

に
収
め
た
も
の
を
合
わ
せ
た
、『
原
本
玉
篇
残
巻
』中
華
書
局
、一
九
八
五
年
初
版
、二
〇
〇
三
年
再
版
が
あ
る
）が
あ
っ
た
。『
切
韻
』は
隋
の
仁
寿
元
年（
六
〇
一
）

に
完
成
、
漢
字
を
平
・
上
・
去
・
入
の
四
声
に
基
づ
き
一
九
三
韻
に
分
け
て
整
理
し
て
い
る
。
後
の
唐
・
宋
時
代
の
韻
書
の
基
礎
と
な
り
、
唐
開
元
年
間
（
七
一
三

〜
七
四
一
）
に
は
孫
愐
が
こ
れ
を
増
補
改
訂
し
て
『
唐
韻
』
を
編
纂
、
の
ち
天
宝
一
〇
載
（
七
五
一
）
に
は
『
唐
韻
』
の
再
改
訂
も
行
わ
れ
、
北
宋
代
に
は
陳

彭
年
ら
奉
勅
撰『
広
韻（
大
宋
重
修
広
韻
）』（
一
〇
〇
八
年
成
書
）が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
方
で
、『
切
韻
』成
書
の
の
ち
は
、六
朝
の
韻
書
の
多
く
は
徐
々

に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

　

宋
・
李
燾
撰
『
重
刊
許
氏
説
文
解
字
五
音
韻
譜
』（
十
二
巻
。
京
都
大
学
人
文
研
究
所
所
蔵
、
天
啓
七
年
世
裕
堂
刊
本
ほ
か
）
の
李
燾
序
文
に
、
北
宋
『
広
韻
』

が
編
纂
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

所
謂
広
韻
則
随マ
マ

仁
寿
初
陸
法
言
等
所
共
纂
次
、
而
唐
儀
鳳
後
郭
知
玄
等
又
附
益
之
、
時
号
切
韻
。
天
宝
末
陳
州
司
法
孫
愐
者
、
以
切
韻
為
謬
略
復
加
刊
正
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（
二
一
）

別
為
唐
韻
之
名
。

陸
法
言
ら
の
撰
し
た
韻
書
に
、
唐
儀
鳳
年
間
に
郭
知
玄
が
増
益
し
た
も
の
も
『
切
韻
』
と
称
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
天
宝
末
に
孫
愐
ら
に
よ
る
増
補
が
行
わ

れ
て
『
唐
韻
』
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
右
に
引
い
た
『
重
刊
許
氏
説
文
解
字
五
音
韻
譜
』
の
李
燾
序
文
に
つ
い
て
は
、
現
存
の
諸
刊

本
に
は
附
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
宋
・
魏
鶴
山
『
渠
陽
経
外
雑
鈔
』（
四
庫
全
書
本
）
巻
一
所
引
の
文
章
を
用
い
た
。
李
燾
序
文
を
含
む
音
韻
学
に
関

す
る
諸
文
の
研
究
に
つ
い
て
は
、「
清
代
経
学
の
研
究
」
班
「
顧
炎
武
『
音
論
』
訳
注
」（『
東
方
学
報　

京
都
』
第
五
一
冊
、
一
八
七
九
年
三
月
）
六
三
六
〜

七
二
三
頁
を
参
照
。

　
『
切
韻
』
の
原
書
は
既
に
亡
佚
し
た
が
、
敦
煌
文
献
の
中
に
二
十
点
余
の
抄
本
・
刊
本
の
残
巻
が
あ
る
。
敦
煌
韻
書
に
関
す
る
研
究
経
緯
に
つ
い
て
は
、
高

田
時
雄
「
唐
代
韻
書
の
発
見
と
そ
の
意
義
」（
同
氏
編
『
草
創
期
の
敦
煌
学
』、
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
、
二
三
三
〜
二
四
八
頁
）
に
詳
し
く
、
敦
煌

本
の
影
印
と
し
て
は
、饒
宗
頤
編
『
敦
煌
書
法
叢
刊　

第
二
巻　

韻
書
』（
二
玄
社
、一
九
八
四
年
四
月
）
にP.2011

「
王
仁
昫
刊
謬
補
欠
切
韻
残
巻
」（
抄
本
）

とP.2014

「
大
唐
刊
謬
補
欠
切
韻
」（
印
本
）
が
ま
と
め
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
写
真
も
精
美
で
あ
る
。
ま
た
『
切
韻
』
研
究
に
つ
い
て
は
、
上
田
正
編
『
切

韻
残
巻
諸
本
補
正
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
付
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
、
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
叢
刊
第
一
九
輯
、
一
九
七
三
年
三
月
）、
上
田
正
著

『
切
韻
逸
文
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
二
月
）、
邵
栄
芬
『
切
韻
研
究
（
校
訂
本
）』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
を
参
照
。

（
一
六
）
以
て
文
の
楷
式
と
為
す　
　
「
楷
式
」
は
、
て
ほ
ん
、
の
り
。

（
一
七
）
先
・
仙
、
刪
・
山
の
類
は
分
け
て
別
韻
と
為
し
　　
『
切
韻
』
で
は
韻
母
の
「
先
」
と
「
仙
」、「
刪
」
と
「
山
」
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
音
と
し
て
扱
わ
れ

る
こ
と
を
い
う
。

（
一
八
）
属
文
の
士
は
共
に
其
の
苛
細
に
苦
む　
　
「
属
文
」
は
、
文
章
を
作
る
こ
と
。「
苛
細
」
は
、
き
び
し
く
煩
わ
し
い
、
の
意
。

（
一
九
）
国
の
初
め
、
許
敬
宗
等
詳
議
し
、
其
の
韻
の
窄せ
ま

き
を
以
て
、
合
せ
て
之
を
用
い
ん
こ
と
を
奏
す　
　
「
国
初
」
は
唐
朝
（
六
一
八
〜
九
○
七
）
の
は
じ

め
。
許
敬
宗
（
五
九
二
〜
六
七
二
）
は
杭
州
新
城
（
現
在
の
浙
江
省
富
陽
市
の
西
南
）
の
人
で
、字
は
延
族
。
隋
の
大
業
年
間
に
秀
才
に
挙
げ
ら
れ
、唐
に
入
っ

て
か
ら
は
、
李
世
民
の
も
と
秦
王
府
十
八
学
士
の
一
人
と
な
り
、
実
録
や
正
史
の
編
纂
等
に
携
わ
っ
た
。「
韻
窄
」
と
は
、『
切
韻
』
で
行
わ
れ
て
い
る
韻
の
分

類
が
細
か
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。「
許
敬
宗
等
詳
議
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
や
時
期
は
不
明
だ
が
、
唐
初
に
許
敬
宗
ら
の
建
議
に
よ
っ



髙瀬　奈津子・江川　式部

109

（
二
二
）

て
、『
切
韻
』
で
は
区
別
さ
れ
て
い
た
韻
の
い
く
つ
か
を
、
合
せ
て
用
い
よ
う
と
い
う
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
清
・
戴
震
『
声
韻
考
』
巻
一
・
宋
祥
符
広
韻
に
は
、

案
、
広
韻
字
数
、
比
法
言
切
韻
増
多
万
四
千
三
十
六
字
。
其
二
百
六
韻
蓋
法
言
之
旧
、
故
仍
題
法
言
撰
本
、
而
「
独
用
」「
同
用
」
之
注
、
則
唐
初
許
敬

宗
所
詳
議
、
以
其
韻
窄
奏
合
而
用
之
者
也
。
宋
景
恵
中
、
就
法
言
韻
刊
益
、
自
隋
仁
寿
元
年
辛
酉
距
宋
景
恵
四
年
丁
未
四
百
七
年
、
明
年
大
中
祥
符
元
年

戊
申
六
月
五
日
、
勅
改
為
大
宋
重
修
広
韻
。

と
あ
り
、
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
）
に
上
梓
さ
れ
た
『
広
韻
』
の
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た
『
切
韻
』
の
文
中
に
、
許
敬
宗
ら
の
建
議
を
う
け
て
付
さ
れ

た
「
独
用
」「
同
用
」
な
ど
の
唐
注
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
二
〇
）
法
言
謂
う
所
の
「
文
路
を
広
げ
ん
と
欲
す
れ
ば
、自
ら
清
濁
皆
な
通
ず
可
き
」
者
な
り　
　
「
法
言
所
謂
」
と
は
、「
文
路
…
…
可
通
」
と
続
く
陸
法
言
『
切

韻
』
序
の
文
章
を
さ
す
。「
文
路
」
は
本
来
文
壇
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
ひ
ろ
く
文
章
を
撰
す
る
こ
と
を
さ
す
か
。「
自
可
清
濁
皆
通
」
に
つ
い
て
は
、『
切
韻
』

序
で
は
こ
の
前
文
に
お
い
て
、「
以
古
今
声
調
既
自
有
別
、
諸
家
取
舎
複
不
同
。
呉
楚
則
時
傷
軽
浅
、
燕
趙
則
多
渉
重
濁
…
…
（
古
今
の
声
調
の
既
に
自
ら
別

有
る
を
以
て
、
諸
家
取
舎
す
る
に
複
た
同
じ
か
ら
ず
。
呉
楚
は
則
ち
時
に
傷
だ
軽
浅
、
燕
趙
は
則
ち
多
く
重
濁
に
渉
る
…
…
）」
と
、
地
方
に
よ
る
音
韻
の
違

い
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
家
間
で
音
韻
の
判
断
が
異
な
る
点
を
述
べ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
陸
法
言
が
こ
れ
ら
の
統
一
を
企
図
し
て
『
切
韻
』
を
撰
し
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
二
一
）
孫
愐
の
徒
有
り
、
更
も
字
書
中
の
閑
字
を
以
て
切
韻
に
釀
し
、
殊
に
文
を
為
る
の
匪
要
を
知
ら
ず
、
是
れ
陸
の
略
な
り　
　

孫
愐
は
唐
の
学
者
で
生

没
年
不
詳
。
唐
開
元
年
間
に
『
切
韻
』
を
増
補
し
て
『
唐
韻
』
を
撰
し
た
。「
閑
字
」
は
無
関
係
な
文
字
、「
醸
」
は
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
。「
匪
要
」
の
「
匪
」

は
非
・
不
に
通
じ
、
重
要
で
な
い
も
の
の
意
。「
陸
」
は
陸
法
言
の
『
切
韻
』
を
さ
す
。「
略
」
は
省
略
。
こ
の
一
文
か
ら
、
封
演
が
孫
愐
の
『
唐
韻
』
を
あ
ま

り
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
二
）
天
宝
の
末
、
平
原
太
守
の
顔
真
卿
、『
韻
海
鏡
源
』
二
百
巻
を
撰
す　
　
「
天
宝
」
は
唐
玄
宗
期
の
元
号
で
、
西
暦
七
四
二
〜
七
五
六
年
。「
平
原
」
は

現
在
の
山
東
省
徳
州
市
。「
太
守
」
は
州
刺
史
。
唐
朝
で
は
地
方
行
政
区
に
は
州
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
長
官
を
刺
史
と
称
し
た
が
、
天
宝
元
年
二
月
丙

申
（
二
〇
日
）
に
、
州
を
郡
と
改
め
、
刺
史
を
太
守
と
す
る
よ
う
詔
が
下
さ
れ
た
。
以
後
天
宝
年
間
に
は
こ
の
「
郡
」
お
よ
び
「
郡
太
守
」
の
呼
称
が
用
い
ら
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（
二
三
）

れ
、
粛
宗
即
位
（
七
五
六
）
後
に
、
も
と
の
州
・
刺
史
の
呼
称
に
戻
さ
れ
た
。

　
『
韻
海
鏡
（
鑑
と
も
）
源
』
は
、顔
真
卿
（
七
〇
九
〜
七
八
五
）
の
撰
し
た
韻
書
で
、も
と
は
三
六
〇
巻
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
已
逸
。
清
・
黄
奭
『
黄
氏
逸
書
考
』

に
輯
本
が
あ
る
。「
宋
・
留
元
剛
「
顔
魯
公
年
譜
」（
四
部
備
要
本
『
顔
魯
公
集
』
巻
首
附
。
以
下
「
魯
公
年
譜
」
と
す
る
）
に
よ
る
と
、
顔
真
卿
が
『
韻
海
鏡

源
』
を
編
纂
し
た
の
は
、
彼
が
平
原
太
守
で
あ
っ
た
天
宝
一
二
載
（
七
五
三
）
の
頃
で
あ
り
、

公
自
典
校
時
、
即
考
五
世
祖
之
推
與
陸
法
言
所
定
『
切
韻
』
引
『
説
文
』・『
蒼
』（
秦
・
李
斯
『
蒼
頡
篇
』、
前
漢
・
揚
雄
『
訓
纂
篇
』、
後
漢
・
賈
魴
『
滂

喜
篇
』
の
三
蒼
）『
雅
』（『
爾
雅
』）
諸
書
、
窮
其
訓
解
次
、
以
経
・
史
・
子
・
集
中
両
字
以
上
成
句
者
、
広
而
編
之
。
以
其
鏡
照
原
本
無
所
不
見
、
名
曰

『
韻
海
鏡
源
』。
至
是
與
郡
人
渤
海
封
紹
・
高
篔
・
族
弟
渾
等
、
修
之
成
二
百
巻
。
属
禄
山
作
乱
、
止
具
四
分
之
一
。

と
あ
る
。

（
二
三
）
属
ま
蕃
寇
憑
陵
し　
　
「
蕃
寇
」
は
、
天
宝
一
四
載
（
七
五
五
）
五
月
に
勃
発
し
た
安
史
の
乱
を
さ
す
。「
憑
陵
」
は
侵
攻
の
こ
と
で
、
乱
の
戦
火
に

遭
遇
し
た
こ
と
を
い
う
。

（
二
四
）
身
を
抜
き
て
河
を
済
り
、
五
十
余
巻
を
遺
失
す　
　
「
抜
身
」
は
身
を
逃
れ
る
こ
と
。
平
原
か
ら
黄
河
を
渡
っ
て
逃
れ
た
こ
と
を
い
う
。
こ
の
逃
避
行

の
際
に
、
編
纂
中
の
『
韻
海
鏡
源
』
二
百
巻
の
う
ち
四
分
の
一
に
あ
た
る
五
十
巻
を
失
っ
た
。
顔
真
卿
が
平
原
城
を
脱
し
て
鳳
翔
の
粛
宗
の
も
と
に
到
っ
た
の

は
、
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
四
月
で
あ
る
。「
魯
公
年
譜
」
参
照
。

（
二
五
）
広
徳
中
、
湖
州
刺
史
と
為
り　
　
「
広
徳
」
は
代
宗
期
の
元
号
で
西
暦
七
六
三
〜
七
六
四
年
。
殷
亮
撰
「
顔
魯
公
行
状
」（
四
部
備
要
本
『
顔
魯
公
集
』

巻
一
四
所
収
）
及
び
「
魯
公
年
譜
」
で
は
、顔
真
卿
が
湖
州
刺
史
に
除
せ
ら
れ
た
の
は
大
暦
七
年
（
七
七
二
）
九
月
で
あ
り
、着
任
は
翌
八
年
正
月
と
あ
る
。「
広

徳
中
」
と
す
る
の
は
、
封
演
の
誤
り
か
。

（
二
六
）
更
に
正
経
の
外
に
お
い
て
、
加
へ
て
子
・
史
・
釈
・
道
の
諸
書
を
入
れ
、
撰
し
て
三
百
六
十
巻
と
成
す　
　
「
正
経
」
は
経
書
。
こ
の
ほ
か
諸
子
・
歴
史
・

仏
教
・
道
教
の
書
物
よ
り
字
句
を
採
集
し
て
、残
巻
と
な
っ
て
い
た
一
五
〇
巻
を
増
益
し
、三
六
〇
巻
本
と
し
た
。
唐
・
殷
亮
『
顔
魯
公
行
状
』（
四
部
備
要
本
『
顔

魯
公
集
』
巻
一
四
）
は
、
そ
の
編
纂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
大
暦
）
七
年
九
月
拝
湖
州
刺
史
。
…
…
公
初
在
平
原
、
未
有
兵
革
之
日
、
著
『
韻
海
鏡
源
』
成
一
家
之
作
。
始
創
条
目
、
遂
遇
禄
山
之
乱
、
寝
而
不
修
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（
二
四
）

者
二
十
余
年
。
及
至
湖
州
、
以
俸
銭
為
紙
筆
之
費
、
延
江
東
文
士
蕭
存
・
陸
士
修
・
裴
澄
・
陸
鴻
漸
（
陸
羽
）・
顔
祭
・
朱
弁
・
李
莆
・
清
河
寺
僧
智
海

兼
善
小
篆
書
呉
士
湯
渉
等
十
余
人
、
筆
削
旧
章
、
該
捜
群
籍
、
撰
定
為
三
百
六
十
巻
。
大
凡
拠
法
言
『
切
韻
』
次
其
字
、
案
経
史
及
諸
子
語
、
拠
音
韻
次

字
成
句
者
、
刊
成
文
裁
以
類
編
。
又
按
『
倉マ
マ

（
蒼
）』『
雅
』
及
『
説
文
』『
玉
篇
』
等
、
其
義
各
注
其
下
、
謂
之
字
脚
。「
韻
海
」
者
、
以
牢
籠
経
史
之
語
、

依
韻
次
之
、
其
多
如
海
。「
鏡
源
」
者
、
八
体
之
本
、
究
形
声
之
義
、
故
曰
「
鏡
源
」。
綿
亘
数
載
、
其
功
乃
畢
。
表
奏
上
之
。
有
詔
付
所
司
蔵
之
於
書
府
、

大
抵
求
経
史
撰
集
篇
賦
、
利
於
後
学
焉
。

字
順
は
『
切
韻
』
に
従
い
、『
三
蒼
』
や
『
爾
雅
』
な
ど
を
参
照
し
て
注
を
加
え
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
二
七
）
其
の
書
は
陸
法
言
の
『
切
韻
』
よ
り
外
、
増
し
て
一
万
四
千
七
百
六
十
一
字
を
出
す　
　

封
演
の
上
文
に
『
切
韻
』
は
一
万
二
千
一
百
五
十
八
字
と

あ
る
こ
と
か
ら
、『
韻
海
鏡
源
』
三
六
〇
巻
に
収
載
さ
れ
た
文
字
は
、
こ
こ
に
一
万
四
千
七
百
六
十
字
を
加
え
て
、
二
万
六
千
九
百
十
九
字
と
な
る
。

（
二
八
）
先
に
『
説
文
』
起
り
篆
字
を
為
り
、
次
で
今
文
の
隷
字
を
作
り
、
仍
お
別
体
を
具
え
て
証
と
為
し
、
然
る
後
に
、
注
す
る
に
諸
家
の
字
書
を
以
て
す

こ
こ
か
ら
、『
韻
海
鏡
源
』が
篆
書
・
隷
書
・
別
体
を
基
本
と
し
て
、更
に
諸
字
書
を
注
と
し
て
付
載
し
た
、い
わ
ゆ
る
字
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。顔
氏
は
代
々

訓
詁
と
書
字
を
家
学
と
し
て
お
り
、
顔
真
卿
の
曾
祖
父
の
兄
・
顔
師
古
に
『
顔
氏
字
様
』（
已
逸
）、
叔
父
・
顔
元
孫
に
『
干
禄
字
書
』
一
巻
（『
叢
書
集
成
初
編
』

『
説
郛
』『
小
学
彙
函
』『
後
知
不
足
斎
叢
書
』
等
に
所
収
）
が
あ
っ
た
。『
干
禄
字
書
』
は
収
録
字
数
一
六
五
八
字
、
文
字
を
韻
に
よ
っ
て
配
列
し
、
字
ご
と
に

正
字
・
俗
字
・
通
用
字
の
三
体
、
ま
た
は
正
字
・
俗
字
の
二
体
に
分
け
て
解
説
し
て
い
る
。
真
卿
の
『
韻
海
鏡
源
』
の
編
集
が
、
こ
う
し
た
先
代
の
仕
事
を
承

け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
二
九
）
解
釈
既
に
畢
ら
ば
、
九
経
の
両
字
以
上
を
徴も
と

め
、
其
の
句
末
の
字
を
取
り
て
本
韻
に
編
入
す　
　
「
九
経
」
は
、
易
経
・
書
経
・
詩
経
・
周
礼
・
儀
礼
・

礼
記
・
春
秋
左
氏
伝
・
春
秋
公
羊
伝
・
春
秋
穀
梁
伝
。
経
書
よ
り
二
字
以
上
の
語
句
を
選
び
、
末
字
の
韻
に
基
づ
い
て
、
文
字
解
釈
の
末
尾
に
附
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

（
三
〇
）『
声
韻
』
有
り
て
自
り
以
来
、
其
の
撰
述
の
該
ね
備
る
こ
と
、
未
だ
顔
公
の
此
の
書
の
如
き
は
有
ら
ざ
る
な
り　
　

字
体
の
ほ
か
、
用
例
と
な
る
経
書

の
字
句
を
収
載
す
る
な
ど
、
顔
真
卿
の
『
韻
海
鏡
源
』
が
そ
れ
ま
で
の
韻
書
に
は
な
い
編
集
方
法
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
封
演
が
高
く
評
価
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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（
二
五
）

（
三
一
）
大
暦
二
年
、
入
り
て
刑
部
尚
書
と
為
り
、
銀
台
門
に
詣
り
て
之
を
進
上
す　
　
「
魯
公
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
顔
真
卿
が
中
書
侍
郎
楊
綰
の
推
薦
に
よ
っ

て
刑
部
尚
書
に
抜
擢
さ
れ
入
朝
し
た
の
は
大
暦
一
二
年
の
八
月
で
あ
る
。『
顔
魯
公
集
』
巻
一
七
・
顔
真
卿
刑
部
尚
書
告
身
に
は
八
月
甲
辰
（
二
五
日
）
と
し
、

『
忠
義
堂
帖
』
上
・
顔
真
卿
制
授
刑
部
尚
書
告
身
で
は
丁
未
（
二
八
日
）
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
文
に
「
大
暦
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
大
暦
十
二
年
」

の
誤
り
。
ま
た
湖
州
刺
史
時
代
に
完
成
さ
せ
た
『
韻
海
鏡
源
』
三
六
〇
巻
を
朝
廷
に
献
上
し
た
の
は
、
こ
の
年
の
十
一
月
で
あ
る
。「
銀
台
門
」
は
長
安
大
明

宮
の
西
側
に
あ
る
大
門
。

（
三
二
）勅
宣
を
奉
り
て
秘
閣
に
付
し
、絹
五
百
疋
を
賜
る　
　
「
秘
閣
」は
禁
中
の
蔵
書
所
で
、唐
朝
で
は
秘
書
省
が
管
理
し
た
。「
疋
」は
織
物
の
長
さ
の
単
位
で
、

一
疋
は
四
丈
（
唐
尺
で
は
一
二
・
四
四
メ
ー
ト
ル
）
と
な
る
。

【
現
代
語
訳
】

　
〔
南
朝
斉
の
〕
周
顒
は
体
語
を
為
る
こ
と
を
好
ん
だ
。〔
文
字
の
音
を
〕
反
切
を
用
い
て
説
明
す
る
の
に
は
皆
な
紐
（
声
母
）
が
あ
り
、紐
（
衍
字
か
）
に
は
平
・

上
・
去
・
入
の
違
い
が
あ
る
。
斉
の
永
明
中
、
沈
約
は
こ
と
に
詩
文
に
優
れ
て
お
り
、
大
い
に
音
律
を
解
説
し
て
、『
四
声
譜
』
を
撰
し
た
。
文
章
の
禁
忌
と

さ
れ
る
八
病
に
は
、
平
頭
・
上
尾
・
蜂
腰
・
鶴
膝
な
ど
が
あ
る
。
思
う
に
、
霊
均
（
屈
原
）
以
来
、
こ
の
よ
う
な
作
詩
に
お
け
る
禁
忌
を
説
明
し
た
書
物
は
な

か
っ
た
。
当
時
の
王
融
・
劉
絵
・
范
雲
ら
は
、
み
な
才
子
で
あ
る
こ
と
を
自
負
し
て
お
り
、〔
沈
約
の
『
四
声
譜
』
を
〕
尊
ん
で
こ
れ
を
広
め
伝
え
た
。
こ
れ

以
後
、
中
央
地
方
を
問
わ
ず
、
文
学
者
た
ち
は
ま
す
ま
す
こ
れ
を
祖
述
す
る
よ
う
に
な
り
、
声
韻
の
学
は
大
い
に
盛
行
し
た
の
で
あ
る
。
昔
は
詩
を
作
る
こ
と

は
、
情
趣
を
〔
世
の
中
に
〕
通
わ
せ
、
ひ
ろ
く
教
化
を
進
め
る
た
め
で
あ
り
、
字
句
の
韻
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
さ
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

た
め
詩
文
に
は
本
来
の
精
神
が
宿
り
、
そ
の
心
や
詞
は
完
全
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
詩
』・『
騒
』
以
降
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
作
詩

の
際
の
禁
忌
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
と
も
す
れ
ば
規
制
が
あ
る
た
め
に
、
文
章
本
来
の
形
は
壊
れ
て
し
ま
っ
た
。
隋
朝
の
陸
法
言
は
、
顔
之
推
・

魏
彦
淵
ら
諸
公
と
南
北
の
音
を
整
理
し
て
、『
切
韻
』
を
編
纂
し
た
。
凡
そ
一
万
二
千
一
百
五
十
八
字
を
集
め
て
、
作
文
の
規
範
と
し
た
。
し
か
し
先
・
仙
、
刪
・

山
な
ど
は
、
別
韻
と
さ
れ
て
お
り
、
文
章
家
た
ち
は
み
な
そ
の
苛
細
に
苦
し
ん
だ
。
国
（
唐
）
の
初
め
、
許
敬
宗
ら
は
詳
議
し
て
、『
切
韻
』
の
韻
の
窄せ
ま

い
部

分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
合
せ
て
用
い
る
こ
と
を
奏
上
し
た
。
法
言
が
「
文
学
を
世
に
広
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
清
・
濁
の
音
韻
は
通
用
さ
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
孫
愐
な
る
者
が
出
て
、
字
書
中
の
無
関
係
な
文
字
を
『
切
韻
』
に
編
入
し
〔
て
『
唐
韻
』
を
編
纂

し
〕
た
が
、
撰
文
に
つ
い
て
の
要
不
要
を
全
く
理
解
し
て
お
ら
ず
、
陸
方
言
の
『
切
韻
』
を
略
し
た
〔
だ
け
の
〕
も
の
で
あ
る
。
天
宝
の
末
に
は
、
平
原
太
守

の
顔
真
卿
が
『
韻
海
鏡
源
』
二
百
巻
を
編
纂
し
た
が
、
完
成
し
な
い
う
ち
に
安
史
の
乱
が
起
き
た
。
彼
は
戦
地
を
逃
れ
て
黄
河
を
渡
っ
た
が
、
そ
の
際
、
五
十

余
巻
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。〔
真
卿
は
そ
の
後
〕
広
徳
中
に
湖
州
刺
史
と
な
り
、
こ
れ
に
補
修
を
加
え
た
。
経
書
の
ほ
か
に
、
子
・
史
・
釈
・
道
の
諸
書
よ
り

〔
字
句
〕
を
加
え
入
れ
て
、三
百
六
十
巻
を
撰
し
た
。
こ
れ
は
陸
法
言
の
『
切
韻
』
に
比
べ
て
、一
万
四
千
七
百
六
十
一
字
多
い
。
ま
ず
『
説
文
』
か
ら
篆
字
を
、

次
に
今
文
の
隷
字
を
、
更
に
別
体
を
加
え
て
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
後
に
、
諸
家
の
字
書
よ
り
注
を
加
え
て
い
る
。
文
字
解
釈
の
後
に
は
、
九
経
か
ら
両
字
以

上
〔
の
字
句
〕
を
集
め
、
末
字
の
韻
に
基
づ
い
て
、
そ
の
韻
の
部
分
に
編
入
し
て
い
る
。
諸
書
を
引
用
す
る
場
合
は
、
す
べ
て
こ
の
書
が
模
範
と
さ
れ
た
。『
声

韻
』
以
後
の
諸
書
で
、
こ
れ
ほ
ど
編
集
が
完
備
さ
れ
た
も
の
は
、
顔
公
の
こ
の
書
以
外
に
は
な
い
。
大
暦
二
年
（
十
二
年
の
誤
り
）
に
、
入
朝
し
て
刑
部
尚
書

と
為
り
、銀
台
門
に
詣
り
こ
の
書
物
を
献
上
し
た
。〔
代
宗
皇
帝
よ
り
〕
勅
宣
が
あ
っ
て
、秘
閣
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、絹
五
百
疋
を
賜
っ
た
の
で
あ
る
。

（
江
川　

式
部
）




